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◆基本計画体系図◆ 

 

 

 

  

将来像
基本的
方向性

基本目標

1-1 農林畜産業の振興

1-2 漁業の維持・育成

1-3 商工業・独自産業の醸成

1-4 観光の振興

1-5 交通体系の拡充

2-1 適正な土地利用・魅力ある集落景観の保全・創出

2-2 生活環境の整備

2-3 良好な住宅・住環境の創出

2-4 情報通信基盤の整備

2-5 消防・防災・救急医療体制の強化

3-1 地球環境の保全・新エネルギーの促進

3-2 自然環境の保全

3-3 循環型社会の促進

3-4 水道の安全供給・地下水の保全・かん養

3-5 生活衛生の向上

4-1 地域福祉・地域包括ケアシステムの構築

4-2 保健医療・健康づくりの拡充

4-3 高齢者支援・高齢者福祉の推進

4-4 子育て支援・子育て環境の充実

4-5 障がい者（児）の支援

4-6 多様な人格の理解や男女共同参画の促進

4-7 社会保障制度の適正な運用

5-1 園児・児童・生徒の教育の向上

5-2 社会教育・生涯学習・スポーツ等の振興

5-3 地域伝統文化の継承

5-4 地域交流による人材育成等の促進

6-1 広報の充実・行政への住民参画の推進

6-2 行政運営の適正化

6-3 施設運営・財政運営の効率化
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Ⅰ章 基本目標１  

 

豊かな生活基盤となる産業づくり 

 



4 

基本施策 1-1 農林畜産業の振興 

【現状と課題】 

❒農林畜産業の状況 

➢農業人口（専業）は、467 人（平成 27 年国勢調査）であり、人口の 21％程度である。従

業者の年齢階級では、30 歳から 60 歳未満が半数以上を占めるが、65 歳以上の高齢従事

者も 3割を超える。 

➢農家戸数は、専業、兼業農家合わせて 245世帯（平成 27年度）であった。内、3ha以上の

規模農家は 111戸であった。 

 

 

 

 

➢本村は、琉球石灰岩の土壌であり時に干ばつに見舞われ、また台風の襲来に対処しなけれ

ばならないこと、消費地から遠いという地理的条件等により、畜産と工芸農作物のサトウ

キビ、葉タバコが中心である。 

➢野菜類はカボチャが中心であるが、近年はノニやとうがらしの栽培も進められている。 

➢農林畜産の粗生産額は、令和 2 年度で約 14 億 6 千万円であり、うち畜産業（肉用牛の飼

養）が半数を占め、次いでサトウキビ・葉タバコの工芸農作物が半数弱である。 

　年齢階級別農業従事者数（自営農業に従事した世帯員数：販売農家）

15～29歳 30～59歳 60～64歳 65～74歳 75歳以上 合計

男 15 147 35 54 34 285

女 13 91 18 40 20 182

合計 28 238 53 94 54 467

合計比率 6.0% 51.0% 11.3% 20.1% 11.6% 100%

　資料：離島関係資料（沖縄県：R3/3月）

専業・兼業農家数の状況 ↓平成16年12月1日

平成17年 平成22年 平成27年

専業農家 84 125 109

兼業農家 161 151 136

資料：沖縄県統計年鑑

規模別農家数の状況 ↓平成16年12月1日

平成17年 平成22年 平成27年

0.0～0.5ha 6 11 10

0.5～1.0ha 20 30 20

1.0～2.0ha 55 66 53

2.0～3.0ha 56 61 57

3.0ha以上 108 117 111

資料：沖縄県統計年鑑
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 農業粗生産額の推移

年度区分 さとうきび 葉たばこ カボチャ ノニ とうがらし 肉用牛 合計

平成23年 316,546 31,772 9,266 453,590 811,174

平成24年 493,918 86,564 15,648 472,904 1,069,034

平成25年 458,111 74,533 9,425 584,542 1,126,611

平成26年 477,537 85,695 9,085 670,879 1,243,196

平成27年 433,334 63,367 5,597 768,803 1,271,101

平成28年 583,896 73,671 8,868 999,864 1,666,299

平成29年 547,152 89,040 9,144 829,292 1,474,628

平成30年 550,359 109,884 5,894 2,298 2,804 895,635 1,566,874

令和元年 441,575 82,682 10,899 2,792 3,264 935,350 1,476,562

令和２年 626,414 94,108 9,526 4,894 1,859 726,209 1,463,010

　令和2年度　産業共進会・納税奨励式成績表資料より

　令和2年度　産業共進会・納税奨励式成績表資料より
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➢令和 2年度の肉用牛の飼養頭数は、水納島を合わせて 3,358頭であり、飼養農家戸数は 78

戸である。 

 

 

➢「たらまピンダ」として、島おこしの一つしてヤギの飼育、ヤギ製品の開発等を進めてき

たが、近年、幾分、頭打ちである。 

➢環境配慮型農業として、地下水保全や環境に配慮した化学肥料・農薬の 3割低減するエコ

ファーマーの認定を推進しており、現在、225 名認定されている。また、堆肥センターで

家畜糞尿の堆肥化も推進している。 

➢林業は、収益を得るような経済活動はないが、農業や生活環境、地下水保全、漁業の保守

等において重要な位置を占めている。 

 

❒農地整備 

➢農業が本村の基幹産業であることを踏まえ、今後においても魅力ある基幹産業として発展

を遂げるためにもその基礎となる農業生産基盤整備は不可欠であり団体営・基盤整備促進

事業を年 1 地区実施する。現在、国営灌漑排水事業実施に向け地区調査を実施中であり、

末端畑地灌漑施設の推進、整備が出来るよう事業実施に向けて取り組む。 

 

❒農林畜産業の課題 

➢農業従事者の高齢化が懸念される。 

➢農業振興に係る全体計画の見直しを行う必

要がある。 

 

 

 

 

　主な農畜産業の収穫面積・飼育頭数等の推移

収穫面積(ha) 農家戸数 収穫面積(ha) 農家戸数 飼養頭数 飼養戸数

平成23年 296 269 23.0 10 3,608 99

平成24年 298 261 20.9 9 3,154 96

平成25年 309 253 21.4 9 3,225 93

平成26年 292 250 20.1 9 3,235 88

平成27年 295 239 21.6 9 3,150 87

平成28年 297 281 22.2 9 3,220 87

平成29年 313 236 22.5 9 3,299 85

平成30年 312 235 22.2 9 3,343 84

令和元年 317 233 22.2 9 3,526 80

令和２年 312 236 21.5 9 3,358 78

　令和2年度　産業共進会・納税奨励式成績表資料より

年度区分
さとうきび 葉たばこ 肉用牛

 
肉用牛の放牧風景 
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【施策の目標】 

農林畜産業は、本村の基幹産業であり、生産性の効率的かつ安定的な向上を目指す

必要がある。その基礎となる農業・畜産業の生産基盤・経営基盤を強固なものに整備

する必要がある。また、環境配慮型の農業を目指すものとする。さらには、観光産業

や独自産業と連携した取り組みも検討する必要がある。 

 

【取組の方向性】 

①農業生産基盤の整備 

農業が本村の基幹産業であることを踏まえ、今後においても魅力ある基幹産業としての発

展を遂げるためにも、その基礎となる農地や用水、農道、農業施設等の生産基盤の整備を長

期的かつ計画的に関係機関との連携のもとに推進する。 

 

②農業経営基盤の強化 

農業経営の安定と持続発展可能な農業経営を目指し、その経営基盤である生産体制の強化

や販売ルートの確保、新たな市場の開拓、生産性の効率化・低コスト化、高付加価値化等を

推進する。 

 

③農業生産の振興 

新たな魅力ある農業を目指し、時代のニーズと本村の強みを活かした新たな農業分野を開

拓し、事業化を推進する。 

 

④担い手の確保・育成 

就業者数の減少、就業者の高齢化、若者層の減少等を踏まえ、将来の担い手の確保と育成

を推進する。 

 

⑤地球温暖化等の災害対応型農業の研究 

地球温暖化による高温、干ばつ等に対応する育種作物の検討、作物の品種改良、病害虫予

防対策等に関して、沖縄県と連携して研究を促進する。 

 

⑥環境保全型農業の促進 

 地下水保全や環境に配慮した低化学肥料、家畜糞

尿等を活用した有機肥料の促進、低農薬を促進する

エコファーマーの認定拡大を促す。 

 

 

 

 

  エコファーマーマーク   

サ
ト
ウ
キ
ビ 

葉
た
ば
こ
植
付 
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基本施策 1-2 漁業の維持・育成 

【現状と課題】 

➢美しい海は、本村の自然財産の一つである。本村の漁業は沿岸漁業が中心になっている。

多良間村の近年の水揚げ量は年間 30 トン程度である。魚種は、カツオ、さわら類、ブダ

イ類が多いとされる。漁獲高は 1000 万円程度と推定され、年々減少していると予想され

る。 

➢就業人数は 18名程度（平成 30年 11月）で 45 歳以上が大半を占め、漁業者の高齢化と従

事者の減少が課題である。 

➢動力漁船は、平成 30年 12月で 37隻であるが、大半が 5トン未満の小型船である。 

➢漁業基盤は、整備された前泊漁港と多良間漁港の 2つの漁港がある。 

 

【施策の目標】 

 漁業生産基盤や経営基盤の整備を進めるとともに、環境保全型漁業、観光産業と連

携した体験型ブルーツーリズムの構築などを検討する。 

 

【取組の方向性】 

①漁業生産基盤・経営基盤の整備 

漁港本体の整備は実施されていることから、今後の漁業振興策に合わせ有効活用するた

めに必要な付帯施設等の整備を推進する。また、新事業を検討するなど経営基盤の強化に務

める。 

 

②海洋資源の保全と有効活用のための人材育成等の検討 

自然豊かで豊富な海洋資源やサンゴ等の生物資源、海水資源等を活用し、観光事業として

の海域の活用、体験型ブルーツーリズムの促進やダイビング・遊漁船の活用の促進など複合

的な 6次産業化、新たな振興策、共同経営などの検討とともに人材の育成に務める。 

  

   資料：離島関係資料（沖縄県：R3/3)より
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基本施策 1-3 商工業・独自産業の醸成 

【現状と課題】 

❒商工業 

➢本島には宮古製糖株式会社多良間工場があり、令和元年から 2年期で 2,532トンの産糖量

であった。前年比より 2割程度の減産であった。 

 

❒たらまピンダ 

➢地域おこしの目玉として、たらまピンダを活用したピンダアース大会の開催や、ヤギ汁、

ヤギ肉の製造販売が行われているが、島外での販売や認知度が低い。 

 

❒地域ビジネス 

➢特産品として、黒糖、ぱなぱんぴん、たらまんぼう、うーやきがぁす、たらま紅紬等があ

げられ、生産・販売の促進や技術の継承等が行われている。 

➢近年は、多良間ジェラート（黒糖、かぼちゃ、黒豆）も開発され、離島フェア等で紹介さ

れている。 

➢特産品を対外的に紹介するとともに、インターネット販売等を促進し特産品の生産・販売

の拡大を図っているが、十分とはいえない。 

➢本村の観光の弱みに、土産品の少なさ、食事への不満が挙げられる。これらの新たな目玉

を検討・開発する必要がある。そのための人材の育成も検討しなければならない。 

 

❒商業の特性 

➢本村の商店は、集落内に立地する商店が中心で食品や生活必需品の販売が主である。 

➢観光客や業務での来訪者に対する宿泊及び飲食等を提供する施設が少ない。 

➢村内での商品購入を促進するための消費者ニーズの把握と来店しやすい雰囲気づくりが

必要である。 

➢来訪者へのサービス向上と消費拡大の宿泊・飲食等のサービス施設の整備・充実が必要で

ある。 

➢カラオケや遊戯場など若者・青年が楽しめる場がない、また、子どもたちからは、コンビ

ニや本屋などの要望があるが、立地は厳しいものがあるが、品揃えなどの工夫が課題であ

る。 

 

 

 

多良間村の商業の店舗数・販売状況（平成28年6月）

飲食料品 機械器具 その他

1 13 3 1 18 41 629 147

　資料：離島関係資料（沖縄県：R3/3月）より

小売業卸売り業

(飲食料品)
事業所数 従業者数

年間販売額

（百万円）

小売業の売場

面積計(m2)
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【施策の目標】 

 ピンダアース大会の観戦やヤギ食材及びヤギ料理を対外的に紹介し、離島フェア等

を介して認知度を高めるとともに、特産品の新規開発や商品のＰＲ、市場開拓、流通

システム等の販路拡大等を目指して、村民・事業所と連携して検討・研究を進める。 

また、島内での消費者ニーズ、品ぞろえ等を把握し、消費拡大を目指す。 

 

【取組の方向性】 

①たらまピンダの振興 

島おこし事業の中核をなしているたらまピンダ島

おこし事業をさらに発展させるため、ピンダアース

大会、ヤギ肉の生産・販売、ヤギ料理の普及・開発

等を中心に拡大・充実を図る。 

 

②地域ビジネスの創出 

特産物や伝統技術等の地域資源を活用し、販路拡

大、商品化、ブランド化、担い手人材の確保・育成

等の振興策を推進する。 

 

 

 

③中心地区の賑わいづくり 

村民や来訪者が買い物や集落散策をしやすくする雰囲気づくりとして、飲食サービス施設

の整備や歩道及び休憩施設等の環境整備を推進する。 

 

④販売促進活動の推進 

村内購入・消費拡大による商業の拡大を目指すため、消費者ニーズを把握し、魅力的な商

品ぞろえや地産地消を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ピンダアース大会 

多良間ジェラート 

中心街（スーパー前） 山羊チーズづくり 
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基本施策 1-4 観光の振興 

【現状と課題】 

❒多良間村観光振興基本計画の策定 

➢村では平成 29年 3月に「多良間村観光振興基本計画」を策定した。この計画の将来像とし

て「南東の自然と文化、島人のこころが息づくシマ たらま」とし、計画期間は令和 8 年

度までとされている。 

➢基本目標として、◎「輝く海と緑」（自然の恵みの保全）、◎「歴史的農村環境・景観、“風

水集落”」（先人の知恵の継承）、◎「伝統技能と祭り」（島人の心情の継承）、◎「交流によ

る地域振興」（村おこし）の 4項目を挙げている。 

➢マーケティング・スローガンとして、◎輝く海と福木の島、◎ひとと文化の交差点、◎八

月踊りの島とし、コア・ターゲットとして、個人・グループでは、◎自然愛好者、◎歴史・

文化に関心のある人、◎のんびりと過ごしたい人、◎癒しを求める人、を挙げ、団体等で

は◎体験型教育旅行を挙げている。 

➢本村の観光面での「強み」としては、「島の人のもてなし」＝ホスピタリティーが高いこと、

「島の美しい景観・海」とされている。 

➢一方で「弱み」としては、「案内標識」「土産品」「食事」への不満が多いとされる。 

 

❒多良間村ふしゃぬふ観光協会の運営 

➢令和元年 4 月に設立され、観光の案内、情報発信、イベントの事務局、建物の指定管理、

お土産品の販売、ネットでの販売、食事提供などを実施している。 

➢また、他県の物産フェアへの参加・連携等も行っている。 

 

❒観光客受け入れ体制 

➢本村への入域観光客数は令和元年度（平成 31 年 3月～令和 2年 2月）で 8，628人であり、

平成 28年度の 6,669人より増加しているが、令和 2年からの新型コロナウイルス（COVID-

19）の蔓延により、近年は、大きく減少しているものと想定される。 

➢「夢パティオたらま」をはじめとする宿泊施設の収容能力は、令和元年度で 239人であり、

簡易宿所の廃業などにより減少している。 

➢一方で、八月踊りや豊年祭などの伝統行事時は、来島者の宿泊の確保が困難な状況がある。 

 

❒観光資源 

➢本村は、平成 22年に NPO 法人「日本で最も美しい村」連合への加盟が認定された。さらに

平成 23年には、手つかずの自然が多く残されている多良間島・水納島両島が県立自然公園

に指定された。 

➢観光客が最も多く来島するイベントとして、国指定の重要無形民俗文化財にもなっている

「八月踊り」がある。その他にも、たらま島一周マラソン大会、ピンダアース大会、さと

うきびや畜産・漁業等の産業体験、島の生活体験等村民と来訪者が様々な分野において交

流できるふれあい交流型観光資源がある。 
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➢八重山遠見台、塩川御嶽、フクギ並木、普天間御嶽、土原ウガン、寺山遺跡、ピトゥマタ御

願、抱護林、長崎の浜、マガリの浜、タカシ浜、ふるさと海浜公園、ミッジ公園、八重山

遠見台公園、宮古市の森多目的広場、農村公園がある。 

 

❒観光宣伝 PR 

➢本村は遠隔地であり、観光地としての知名度は高いとはいえないが、ホームページ、フェ

イスブック、ツイッター等インターネットを利用した観光 PR によって本村の知名度をさ

らに高める工夫を行っている。 

 

 

 

       資料：離島関係資料（沖縄県：R3/3） 
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【施策の目標】 

 本村の観光に対する強みとされる「自然豊かな緑・海」、「歴史的景観」、「伝統的な

祭り」、そして「来客へのおもてなし」をさらに促進するとともに、弱みである「食の

魅力向上」を目指すものとする。また、案内表示等の設置も検討・促進する。 

 

【取組の方向性】 

①ふしゃぬふ観光協会の活用 

 観光案内や観光情報、イベント案内等の発信、離島フェアへの参加出展、他県との交流等

を推進する。 

 

②観光資源の保全・創出・活用 

自然環境・歴史・文化・芸能等の多面的な観光資源を活用するとともに、整備が不十分な

ものについては拡充する。環境保全型の観光の創出も有効とされる。 

 

③観光産業の育成 

農業や漁業サイドと連携をとり、農業体験型のアグリツーリズム、釣りや刺し網等の漁業

体験型のブルーツーリズム、工場体験等のワークツーリズム、自然とふれあうグリーンツー

リズム・エコツーリズム、スポーツ・レクリエーション・芸能、食文化を通してのふれあい

等、これらを連結しながら滞在型の観光の可能性を検討する。また、水納島の自然環境の保

全と活用も検討する。 

 

④観光施設の整備・管理 

受け入れ体制として、長期滞在・短期滞在のどちらにも対応できる宿泊施設を拡充すると

ともに、祭り時など短期的な宿泊について、時期限定の民宿・民泊の確保の検討も行う。 

 

⑤観光宣伝の充実 

「日本で最も美しい村」加盟を利用した PRの促進や、各関連機関のホームページの充実、

フェイスブックやツイッター等の情報媒体を活用し、本村の知名度向上に努める。また、旅

行関連業者との連携による情報発信、PRを行う。アフターコロナ・ウィズコロナの観光への

対応も充実する。 

来訪者には交通案内表示板や観光案内パンフレ

ットの配布を充実させ、もてなしの心をアピール

する。 

 

⑥特産品等食の研究促進 

本村の観光の「弱み」の一つに、食への不満があ

る。地域産業活性化のため、独自産業の促進と併せ

て、食の開発を研究する。  

 
多良間村地域振興拠点施設 
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基本施策 1-5 交通体系の拡充 

【現状と課題】 

❐海上交通 

➢前泊港、普天間港と宮古島市の平良港間を多良間海運フェリーが運行し、令和元年度で年

間 242回、利用客数は、述べ 5,236人の利用客であった。貨物量は、年間 12,357tあった。 

➢村民の生活物資や産業物資輸送の要であり、航空運賃に比べ安価で大量輸送が可能で、村

外輸送手段の根幹をなしていることから、今後も確保・維持を図る必要がある。 

 

❐航空交通 

➢多良間空港と宮古空港を琉球エアーコミューターが DHC-8-Q400CC型機（50人乗り）で１

日２往復運航している。 

➢旅客数は年々増加傾向にあり、令和元年度で 46,019 人であった。ただし、その後は新型

コロナウイルス（COVID-19）蔓延の影響により減少している。貨物量は、横ばい状態であ

り、令和元年度で 249 トンであった。 

➢利用ニーズの高まりが見られることから、今後の動向を踏まえた利便性向上を図る必要が

ある。 

 

❐島内交通 

➢村内交通は、自家用自動車がほとんどである。中でも軽自動車が多く、自動車類の約半数

を占めている。 

➢公共交通機関としては、村営の乗合バスが空港や港と集落間で運行されている。 

➢観光客の島内巡りにはレンタカーやレンタサイクルが活用されている。 

➢道路網は、島内を東西・南北方向に走る道路や一周道路を幹線として、県道、村道、農道

が整備されている。 

➢多良間島と水納島間は、公共交通機関はなく、必要に応じて民間の漁船により往来してい

る。 

➢自家用車以外の村内交通手段は村営バスのみと限られていることから、村民の交通弱者や

村外からの来訪者の移動手段の確保と利便性を高めるための公共交通機関の充実・整備が

必要である。 

　　資料：離島関係資料（沖縄県：R3/3)

航空機, 22,333, 

89.9%

船, 2,508, 10.1%

航空機・船の利用者数（令和元年度）
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【施策の目標】 

 離島にとって、海上交通、航空交通は生命線の一つである。今後とも現状維持の状

態は確保するとともに、来島者数の増加に向けて、交通の利便性を追求する。 

 

【取組の方向性】 

①海上交通の機能拡充 

船舶による海上交通は、貨物の大量輸送の根幹をなし、村民の生産物や生活物資輸送の大

動脈となっており、本村の最も重要な輸送交通機能を担っている。 

このことを踏まえ、今後とも海上交通網の確保・維持を図るとともに、港湾施設の維持と

利便性向上に向けた施設の整備等を推進する。 

 

②航空交通の維持・拡大 

海上交通に比べ移動時間が大幅に短縮できる航空便は、村民の日常的な村外への移動手段

であり、また村外からの来訪者の主な交通手段となっている。 

将来にわたり利便性の高い村外との交通手段の確保・維持に努めるとともに、今後の村民

や観光客・ビジネス客の往来の増大を見極めつつ、利用機の大型化や便数の増加に関する検

討や関係機関への働きかけ等を行う。 

また、利用機会の拡大や関係拠点間との利便性を高めるため、航空運賃の低減化の働きか

けを行うとともに、拠点間の結節機能向上を検討し、適切な措置を講じる。 

 

③村内道路の整備と適正管理 

村生活の利便性、快適性、安全性を考慮した道路の整備・改修を推進する。また、安全確

保のための歩道や標識・ガードレール・外灯等の安全施設の整備を推進する。 

歩道や施設へのアクセス部分については、障がい者や高齢者等の交通弱者に配慮したバリ

アフリー構造を促進する。 

村外からの来訪者が村内巡りや目的地へ容易に到達できるようにするため、案内表示板を

要所に設置する。 

農業や漁業等の産業振興に供する農道等の整備については、土地利用や施設の立地に応じ、

路線や作業帯の設置等、効果的な整備を図る。 

多良間島の海岸沿いの一周道路は観光客のサイクリングロードとしての活用が期待され

るため、快適で利用しやすい環境を維持するための適正な管理を行う。 

 

④公共交通機関の拡充 

村民の日常的な移動手段及び村外からの来訪者の移動手段の確保と利便性向上のため、村

内唯一の公共交通機関である村営乗合バスの運行頻度や運行ルート等の充実を図る。整備に

際しては、利用者ニーズを把握し、効果的かつ効率的な方法・手段を検討し、計画する。 

また、利用促進と公共交通機関の維持に向けた啓発を行い、村民の意識高揚を図る。 
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Ⅱ章 基本目標２ 

 

島を支える生活の基盤づくり 
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基本施策 2-1 適正な土地利用・魅力ある集落景観の 

保全・創出 

【現状と課題】 

❐土地利用現況と規制状況 

➢土地利用は、大部分が畑と牧草地の自然的土地利用が高く、集落等の都市的土地利用は多

良間島北部に部分的に見られる程度で低い。 

➢島全体が農業振興地域に指定され、その内の大部分が農用地区域となっている。 

➢島の海岸沿いは、防風林を兼ねた森林が島を囲うように分布している。 

➢集落とその周辺に史跡名勝天然記念物や埋蔵文化財包蔵地が分布している。 

 

❒集落空間 

➢本村の集落形成の特徴は、一地域に集合して形成されていることである。 

➢集落は、概ね碁盤状に整備されている。また、各地区に公民館や八月踊りに代表される様々

な歴史民俗の祭事場が配置され、町並みそのものが民俗文化に裏打ちされたコミュニティ

ーの場となっている。 

➢本村は、日本で最も美しい村連合に加盟し、自然と集落が調和する美しい村をつくってい

る。 

➢台風襲来やライフスタイルの変化等から、建物の形状や構造が変化し、町並みも近代化し

つつある。 

➢島の歴史的な背景に育まれた集落形状と町並みが見られることから、これらを基本とした

町並み景観の保全と、復元を図り、住んでよし、訪れてよしの魅力ある集落空間の創出、

特に、宅地の石垣やフクギ並木の保全と創出、集落周辺の森林や農地等の緑との調和を図

ることが課題とされる。 

 

❒フロント機能空間 

➢本村のフロント機能を有する空間及び施設としては、多良間空港、普天間港、前泊港、夢

パティオたらま、コミュニティー施設、多良間村地域振興拠点施設、役場等があげられ、

情報発信の場としてまた、憩いの場として、島民同志並びに島民と来訪者との交流が図ら

れているが、その活動は十分とはいえない。 

地目別民有地の推移　1月1日現在 単位：km２

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

田 - - - - -

畑 10.48 10.51 10.44 10.45 10.43

宅地 0.29 0.28 0.28 0.28 0.29

山林 - - - - -

野原 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

その他 - - - - -

資料：沖縄県統計年鑑（各年度版）：最新R3/3



19 

【施策の目標】 

村土の適正な利用と保全のために、土地の法規制を基準に村民の合意形成による土

地利用のルールづくりを検討する。 

 

【取組の方向性】 

①土地利用の適正化 

本村の土地の基盤をなしている自然環境をベースにおき、農業や漁業をはじめとする産業

活動と集落等の住環境との調和を図りながら、社会情勢の変化にも対応する長期的な視点に

立った、将来的な土地利用の在り方を計画的に進める。 

土地利用の実効性を高め、きめ細かな運用を図るためには、村民参画による具体的なルー

ルづくりが必要であることから、行政と村民とが協働してルールづくりに取り組む体制の整

備を推進する。 

 

②多良間らしい集落計画の策定 

本村を特徴づける歴史的な町並みや、これと一体をなす周辺の自然環境との調和を図った

多良間らしい魅力ある集落景観の保全と創出に向けた、計画づくりと空間整備を推進する。 

また、魅力ある海岸や田園風景、天然記念物、海への出入口の「トゥブリ」、防風・防潮林

等、島景観の価値を高める景観資源の保全等についても合わせて検討することとする。 

 

③フロント施設の活用促進 

島を訪れる人達のみならず、村民にとっても島をより深く知り、楽しく憩うためのフロン

ト施設を活用し、島民同志や来島者との交流の場そして活用を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

夢パティオたらま 

集落風景 

「日本で最も美しい村」

連合認定 
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基本施策 2-2 生活環境の整備 

【現状と課題】 

❒農村環境の整備 

➢生活環境の整備については、「きめ細かな農業農村整備プロジェクト」事業として、ほ場

整備、集落環境管理施設の整備が平成 29年度から令和 4年にかけて実施されている。 

➢平成 29年には農業集落排水事業の整備計画が検討された。 

 

❒中心地区の整備 

➢本村の集落は、村役場を中心に、学校、郵便局、コミュニティー施設、警察、消防機関等

が立地している。 

➢本村の集落内施設は、村民・来訪者の商業活動の拠点、情報通信の拠点、物流の拠点等様々

な機能を持ち合わせている。 

 

❒地域の保安・防犯 

➢村民の安全・安心を確保し、地域の保安に努めるため、街灯や防犯灯の設置等を必要に応

じ実施している。 

➢今後も、村民が安心して生活できる地域づくりを進めていくため、防犯灯の設置や警察・

消防機関との連携強化に努める必要がある。 

 

❒再犯防止施策の推進について 

➢今後は、安全で安心して暮らせる地域づくりを進めていくために、再犯防止施策の推進に

取り組むものとする。 

 

【施策の目標】 

 村民・来島者の衛生管理や安全・安心を向上させるために、排水施設やバリアフリー

化を促進する。 

 

 

【取組の方向性】 

①農村環境・生活環境の整備 

関連機関計画との整合性を図りながら、集落排水処理施設整備の促進や効果的な集落内排

水のための施設の整備を進める。 

 

②中心地区の整備 

 道路や建物、公共施設、公園などについては、バリアフリー化や誰もが安全に利用しやす

いユニバーサルデザインの導入を促進する。 
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③地域の保安・防犯の確立  

夜間の歩行時に安全を守るための街灯の増設や、広場、学校、公園等の子ども達が多く集

まる場所の安全確保に努める。 

事件・事故の防止に向けて万全を期すために、警察・消防機関との連携を強化する。 

 

④再犯防止施策の推進 

＜主な取組内容＞ 

１．関係機関・団体との連携強化のための取組 

２．就労・住居の確保のための取組 

３．保健医療・福祉サービスの利用の促進のための取組 

４．非行の防止と学校等と連携した修学支援 

５．広報・啓発活動の促進のための取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

小学校前タイル張り歩道 

多良間診療所 

多良間駐在所 
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基本施策 2-3 良好な住宅・住環境の創出 

【現状と課題】 

❒住宅整備 

➢若者等の Iターン・U ターン者による定住促進を図るために、公営の多用途住宅整備が進

められている。 

➢高齢者や障がい者の利用に配慮したバリアフリー型の住宅整備や改修が不足している。 

 

❒住環境の整備 

➢空き家や住宅跡地の空き地が点在し、一部では荒地となっている敷地もある。 

➢老朽化住宅も見られ、耐震性が憂慮される。 

 

【施策の目標】 

 公共住宅の整備に関しては耐震化やバリアフリー化を実施し、一般世帯に対しては、

耐震補強設備の導入を促進する。 

 

【取組の方向性】 

①公的住宅の供給促進 

本村への移住・定住の促進に向けた若者等の対象者ニーズに対応した良好な公営住宅の整

備と提供、維持管理を推進する。 

また、本村住民の住宅需要や高齢者・障がい者等への住宅供給を考え、需要者のニーズに

応えた公営住宅の整備・改築をし、提供を推進する。 

 

②住宅の耐震強化促進 

熊本地震等の状況を受け、新規住宅建設には、耐震基準を強化し、既存住宅で耐震基準に

も適合していない建物に対しは、耐震診断の実施や補強工事の実施等の適切な対応を促進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
改築された南原団地の新住宅 空き家（例） 
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基本施策 2-4 情報通信基盤の整備 

【現状と課題】 

❒村民の情報通信手段 

➢村民の電話による情報通信は、携帯電話等の普及にともない、固定電話から利便性の高い

携帯電話やスマートフォンへの転換が進んでいる。 

➢携帯電話やスマートフォン等の普及に対応した行政情報や地域情報等の伝達システムの

整備が徐々に進んでいる。 

➢Wi-Fi等でのアクセスができない場合がある。 

 

 

❒災害情報の伝達 

➢地震や津波、風水害等の様々な災害や緊急時に対応した防災行政無線が整備されている。 

➢防災行政無線施設整備事業により、災害や停電に強い防災ラジオ型、防災ＦＭ告知放送シ

ステムが整備されている。 

 

❒行政情報と地域情報 

➢情報化社会と IT技術の進展により、村の行政情報や本村を紹介する情報発信が村の HPを

中心に発信され、村民の行政情報の入手、村外者の観光情報や地域情報の入手に貢献して

いる。 

 

【施策の目標】 

 村民や来訪者が、いつでもどこでもスマホやパソコンで情報を入手できるよう整備

する。 

 

　資料：離島関係資料（沖縄県：R3/3)

430 412

336

257
233

84.1%
80.5%

65.5%

50.0%
45.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

100

200

300

400

500

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

固定電話加入数と加入率の推移（各年9月値）
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【取組の方向性】 

①情報通信基盤の整備・拡充 

情報化社会の進展や IT 技術の発達に対応し、村民や来訪者がどこにいても情報を受発信

できる情報通信基盤の整備・拡充を推進する。 

また、防災行政無線については、各種の災害教訓を活かし、災害等の緊急事態発生時に確

実かつ的確に機能するよう、気象台、沖縄県との連携により、システムの機能アップや機器

の維持管理を行う。 

 様々な情報通信手段への対応と、村民への確実な伝達の確認・検証を行う。また、緊急時

に確実にシステムが機能するよう、日頃からの維持管理を徹底する。 

村内のどこにいてもスマートフォンや PCによる受発信が可能な情報基盤を整備する。 

 

②情報発信内容の充実 

村民の行政情報の入手や村外者の地域情報の入手に的確に対応するために、村の HP を中

心に情報内容の充実と更新を図る。 

情報技術の進展にともなった多様な情報発信の方法が求められており、それぞれへの対応

が必要である。 

 

③情報発信人材の確保・育成 

IT技術を駆使し、情報の入手・活用・発信を行うため、これに精通した人材の確保と育成

を図る。また、村民が情報を生活や仕事に反映できるよう、情報通信に係る知識向上を図る。 

 

④オンラインや You Tube等による会議・情報発信 

 新型コロナウィルス感染症（COVID-19）により、オンライン会議等が活発化した中で、今

後も情報通信基盤を活用した会議や情報発信が増加するものと思われるので、その課題や有

効性を検証しながら推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NHK デジタルテレビ中継放送所 

マイクロウェーブ電波塔 
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基本施策 2-5 消防・防災・救急医療体制の強化 

【現状と課題】 

❒自然災害を受けやすい地域・地形 

➢多良間島及び水納島は平坦な地形をなし、台風（暴風・高潮等）や津波が発生すると災害

が起きやすい地域となっている。 

➢近年の大型台風の発生や、1771 年の明和の大津波の発生等により多大な災害を被ってき

た経験がある。 

➢台風の常襲地であり、暴風・高潮、津波等の被害が生じやすい地形であることを踏まえた、

防災意識の高揚と災害防止対策の充実が必要である。 

 

❒防災基盤 

➢防災に対しては、地域防災計画、防災マップ、災害・防災の伝達マニュアル等が整備され

ている。 

➢台風の襲来にともなう暴風や高潮等からの被害を防ぐために、防風・防潮林が保安林等と

して整備されている。 

➢建物のほとんどは鉄筋コンクリート造り等で建築され、防風・防火構造となっている。 

➢津波対策として地盤高表示板の設置や避難タワー等が設置されている。 

➢各種災害発生に備えた避難場所や避難所が設定されている。 

 

❒自然災害の防災体制 

➢想定される風水害や地震・津波、その他の林野火災等については、地域防災計画や防災マ

ップを策定し、関係機関の役割分担と体制整備、村民への周知が行われている。 

➢災害時の情報伝達は、伝達マニュアルが策定されている。 

➢防災行政無線施設が整備されている。 

➢多良間空港においては、自然災害に強い空港を目指した防災計画（空港業務継続計画：A2-

BCP）が策定されている。 

 

❒防火・救急体制 

➢火災や事故等に対する消防・救急体制は、消防団詰所の施設・設備等の整備が随時強化さ

れている。 

➢村民の有志による消防団が 25人体制で組織されている。 

➢一般住宅にあっても火災報知器等の設置を義務付けされており、半数以上の世帯で整備さ

れている。 

➢自主防災組織の強化と村民の防災意識の向上を目指した防災訓練が実施されている。 

 

❐食料・生活用品の備蓄 

➢地震・津波など広域災害に備えて、食料・生活用品などの備蓄は行われている。 
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【施策の目標】 

 防災は、特に生命を守るために重要な事項であるが、災害は、突然発生するものが

多い。これに対しては、「正常性バイアス」を捨て、常日頃から意識し、家族や地域で

対処方法等を話し合っておく必要がある。この意識・行動を促進する。 

 

※ 正常性バイアス：「まあ大丈夫、自分は大丈夫」などという、何らかの被害が予想

される状況下でも、都合の悪い情報の無視や過小評価する心理上の意識。 

 

【取組の方向性】 

①防災意識の高揚 

本村は、台風の常襲地であり、暴風・高潮、津波等の被害が生じやすい地形であることを

踏まえ、村民や来訪者に対し、台風等により発生する暴風・高潮や、地震・津波、火災等に

関する災害と防災について、正しい知識を身につけ、発災時における適確な行動がとれるよ

う、これらの防災マップ等のチラシ配布や情報を提供し、防災意識の高揚を図る。 

 

②防災基盤の整備 

本村においては、地形的に、防風や高潮、地震と津波による災害の危険性が高いことから、

防風・防潮林や海岸及び港の保全整備、避難路と避難所の点検・整備、建物の耐震化等、被

災の可能性が高いものから優先的に推進する。 

 

③定期的な防災計画の見直しと情報更新 

近年の大雨などの避難情報は、地球温暖化による気候変動などによって年々改定が進めら

れている。また、地震・津波に関する研究も進んでおり、適宜、見直し検討する必要がる。 

 

④防災士の育成 

 沖縄県及び本村では、災害時に支援したり復旧時に避難所等の支援をしたりする、防災知

識を持った「防災士」が少ないため、育成のための講習会への参加を支援する。 

 

⑤防災体制の強化 

防災体制の取り組みは、自助・共助・公助を基本とし、災害に強いむらづくりを目指す。

全体的な取り組みとしては、地域防災計画に基づく予防と発災時対応を村民・防災士と関係

機関が一体となって推進する。 

特に、災害弱者である災害時要配慮者に対しては、住民や区長、社会福祉協議会が一体と

なって避難・誘導等に取り組む体制の強化を推進する。 

また、火災や事故等に係る消防・救急体制については、随時その機能の強化を図る。 

 

⑥防災訓練の実施 

 地域や役場で定期的に防災訓練を実施し、準備手順や対応の仕方などを検証しておく。 
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⑦食料・生活用品の備蓄の推奨 

 地震・津波などの広域災害が発生した場合、島外からの支援が遅れる可能性がある。行政

としてある程度の備蓄を実施するとともに、村民に対しても一定程度の備蓄を推奨する。 

 

⑧救急医療体制の強化 

離島においては、救急医流体制の確保は喫緊の課題であり、村内の救急体制の強化はもと

より、村外搬送等については、海上保安庁のヘリコプター搬送等との連携強化を推進する。 

 

⑨防風・防潮林の保全・育成 

防風・防潮や津波軽減機能を高める保安林等の保全と整備を推進する。 

 

新しい避難情報（令和 3年 5月） 
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Ⅲ章 基本目標３ 

 

人・地球にやさしい持続可能な環境づくり 
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基本施策 3-1 地球環境の保全・新エネルギーの促進 

【現状と課題】 

❐地球温暖化（気候変動）の現状 

➢地球温暖化の要因といわれている温室効果ガスは、多くは化石燃料の消費によるものであ

り、火力発電、運輸交通、工場製品製造、廃棄物焼却等生活に密着しているものである。

排出抑制対策としては節電、節水、省エネルギー行動、ごみ減量、新エネルギー（再生可

能エネルギーや水素エネルギー・アンモニアエネルギー等）への転換推進等がある。 

➢政府や沖縄県は温室効果ガスの排出を 2030 年度に 2013 年度比で 46.0％削減、2050 年度

には実質ゼロのカーボン・ニュートラルを目標に掲げている。 

➢IPCC（気候変動に関する政府間パネル）2021 年 8 月 9 日の速報によれば、人間活動で温

暖化しており、2040 年までに 50％の確率で、産業革命以前と比較して 1.5℃上昇すると

している。 

➢今後、世界各地で極端現象（大雨・洪水、干ばつ・原野火災など）が発生すると予測して

いる。 

➢本村においても、気候変動に伴って、大型台風の襲来、高潮の増大、海面上昇、干ばつ、

ひいては作物減収等その影響は大きいものがあると予想される。 

➢地球温暖化対策（気候変動対策）には、温室効果ガスの削減（脱炭素）をねらった「緩和

策」と気候変動の影響に対する対応の「適応策」とがある。 

 

将来の平均気温の予測（沖縄気象台） 

 
         資料：沖縄の気候変動監視レポート 2021（沖縄気象台：R3/3） 

 

❐新エネルギー（再生可能エネルギー）の状況 

➢再生可能エネルギーは、旧多良間空港跡地で進められている太陽光発電（メガソーラー発

電）と風力発電が設置され、運用されている。 

➢各住宅の屋根等を活用して、FIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度）を一定期間活

用した太陽光発電が一部設置されている。 
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❐地球温暖化対策実行計画の策定 

➢国では地方公共団体において、地球温暖化対策計画の事務事業編（行政の行動）や区域施

策編（市町村域）の策定・改定を進めているが、本村では策定されていない。 

 

【施策の目標】 

 公共施設、事業所、家庭、学校等、あらゆる施設・組織で、緩和策を推進するとと

もに、適応策についても対応する。また、行政においては、ゼロ・カーボンを目指し

て、地球温暖化防止計画等を作成し、地域行政として対応できる方策を検討する。 

 

【取組の方向性】 

①節電・節水・省エネルギー等の緩和策の推進、クールチョイスの促進 

各家庭だけでなく、企業、事業所等あらゆる施設・

組織で、節電、節水、省エネルギー、ごみ減量、エコ

ドライブ等に取り組むとともに、節電・節水・省エネ

機能の高い電化製品や生活物品、車両等への切り替え

や購入に心がけるクール・チョイス（環境負荷の少な

い賢い生活の選択）を促進する。 

なお、ゴミの減量も緩和策につながる。 

 

②家庭・事業所等での再生可能エネルギーの導入促進 

家庭・事業所において、FIT事業を活用した、太陽光発電などの再生可能エネルギーの設

置を促進する。また、ZEB/ZEH（ゼロ・エネルギー・ビルディング/ハウス：「ゼブ/ゼッチ」

と読む）を促進する。 

行政においては、地域でエネルギーの創出・管理（エネルギーの地産地消）を実施できる

マイクログリッド事業等の導入を検討する。なお、マイクログリッドは、災害時に対応した

エネルギーの創出（停電への対応）にもなる。 

 

③適応策の対応推進 

 地球温暖化（気候変動）によって、自然気象災害の発生や熱中症、未知の熱帯性感染症等

の蔓延、農作物への被害などの発生が予想されている。これらに対して、気象災害の対応推

進、健康被害への予防、その他の被害対応等について普及啓発を図り、対応を促進する。 

 

④地球温暖化対策実行計画の策定検討 

 市町村において、地球温暖化対策実行計画の策定は望ましいとされるが、環境基本計画又

は総合計画の中で策定することも検討できる。 
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基本施策 3-2 自然環境の保全 

【現状と課題】 

❐人と自然との共生 

➢本村には、ハイビスカスやソテツ、ナンゴクワセオバナ等の南国特有の植物が生い茂り、

一年中色鮮やかに彩られている。中でも村花や村魚等、村のシンボルとなる動植物は村民

に親しまれており、自然と文化と生活が密接に関係している。 

➢人間は、地球という大きな生態系の一員であり、他の生物との複雑な生態系から得られる

恵みによって私たちの暮らしは支えられている。しかし、近年、人類の活動の影響等によ

って、地球的規模で生物種の減少が進み、問題視されている。 

➢村花、村魚にスポットライトをあてて PRし、自然資源として活用する。 

➢人は自然の中で、他の生物とともに生かされていることを認識し、自然環境に配慮した生

活の仕方を考える必要がある。 

 

❐貴重な動植物の保護・保全 

➢本村の海岸の砂浜はウミガメの産卵場所となっており、海には貴重なサンゴ礁が分布して

いる。 

➢本村は、サシバ等の渡り鳥の中継地となっていることや、本村が県立自然公園として指定

されていることから、生物多様性の保全上、貴重な地域となっている。 

 

❐海岸域の漂着ごみの実態 

➢本村は、美しい海の自然が豊かであるが、海岸域にはプラスチックなどの漂着ごみが散在

している。特に、人が立ち入らない場所は放置された状況にあり、景観を損ねているとと

もに、マイクロプラスチックなど生態系への影響が懸念される。 

 

【施策の目標】 

 生物多様性の姿は、人も自然の生態系の一員であることから、その維持・増進に努め

なければならない。本村は、自然豊かであり、その自然は村の財産として貴重であるこ

とを意識し、自然環境の保全に努めなければならない。 

 

【取組の方向性】 

①自然環境保全意識の高揚 

人は自然の中で、他の生物によって生かされていることを認識し、地域づくりや学校教育

の中で自然保護を推進する。また、生物多様性の必要性と資源としての可能性を普及啓発す

る。 

村花、村魚等の村のシンボルとなる動植物を県内外に PR し、これらの保全、育成に努め

る。例えば、村の花として指定されているタラマバナ（和名ベニバナ）は、昔から染料や薬
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草として重用され、琉球王朝時代には貢納品とされていた。また、村魚にはニバリ（ミーバ

イ）が、村鳥にはウズラが指定されているが、それらの動植物に関しては自然資源としての

活用も検討する。 

 

②貴重な動植物の保護・保全 

ウミガメ、サンゴ礁、サシバ、ヤシガニ、オカヤドカリ、キシノウエトカゲ等といった貴

重な動植物が自生する県立自然公園の保護・保全を推進する。 

 

③水納島の自然環境の保全 

 多良間島の北に位置する水納島は牧場として活用されているが、手つかずの自然も豊富で

あり、野生生物の多数生息している。近年、密猟等の被害が懸念されており、監視・管理を

強化するとともに、自然環境簿保全に努める。 

 

④海岸域の清掃活動 

 海ごみや海岸漂着ごみは、生態系への影響、景観への影響が大きいとされ、地域の清掃活

動や環境教育・環境ボランティア活動の一環として、漂着ごみ等の回収・撤去が実施されて

いる。今後ともその処理等を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

タラマバナ（ベニバナ） 

海岸漂着ごみ サンゴ礁とダイバー 

ウズラ 
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基本施策 3-3 循環型社会の促進 

【現状と課題】 

❐廃棄物の処理状況 

➢本村の廃棄物処理は、「クリーンセンターたらま」（機械化バッチ燃焼式）において、一般

廃棄物の処理が行われている。 

➢村内で廃棄されるごみの量は、令和元年度で 316ｔであり、1 日 1 人当たりの排出量は約

767gである。近年、ごみ総排出量、1日 1人当たり総排出量ともに増加している。 

➢家庭や事業所から出る家電製品や自動車の廃棄物等、特殊な処理が必要な廃棄物の処理方

法について村民へ周知が徹底されていない。 

 

資料：環境省一般廃棄物処理実態調査結果より 

 

❐し尿処理状況 

➢本村のし尿処理は、自家処理（汲み取り型）と水洗処理（水洗化率 31％：平成 30 年度）

があり、いずれも委託業者によってし尿処理場に収集、処理されている。 

➢令和元年度のし尿処理量は 250㎘であり、平成 27年度の 150㎘より増加している。 

➢合併浄化槽については、住宅新築の際に設置を義務化している。 

➢課題としては、し尿処理施設の老朽化が懸念されている。 

 

資料：環境省一般廃棄物処理実態調査結果より 
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❐災害廃棄物処理計画 

➢地震・津波などの大規模災害が発生したとき、家具など大量の廃棄物が発生する。災害廃

棄物の処理に関する計画は、現在策定中である。 

 

【施策の目標】 

 人間が生活する以上、ごみ（廃棄物）の発生は必然であるが、地域や地球環境の保

全にとって、循環型社会の構築を目指し、ごみの減量化に努力する。 

 

【取組の方向性】 

①廃棄物の減量と適正処理の推進 

ごみの発生抑制や再資源化に取り組むため、収集されたごみの再資源化、リサイクルの方

法を検討しながら、分別収集の在り方について検討する。 

家電製品や車両等の特殊な廃棄物については、法律に基づく処理、回収方法の周知を徹底

する。 

 

②３Ｒ・４Ｒの推進 

ごみ総排出量、1日 1 人当たり総排出量が増加しているため、ごみ減量手段である３Ｒ運

動（リデュース：排出抑制、リユース：再利用、リサイクル：再資源化）に加え、最初に始

める（リフューズ：ゴミになるものを買わない・断る）を加えた４Ｒを推進する。 

 

③し尿処理施設の建設検討 

し尿処理は、し尿も生活雑排水も合わせて処理できる合併浄化槽の設置を促進するととも

に、新たな汚泥処理施設の建設を検討する。 

 

④海岸域漂着ごみの一般廃棄物処理 

 地域の清掃活動や環境教育・環境ボランティア活動の一環として、漂着ごみ等の回収・撤

去が実施されている。海岸漂着ごみ等は産業廃棄物の位置づけであるが、一般廃棄物そして

市町村で処理することができるので、積極的に進めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

クリーンセンター（プラスチックごみ） クリーンセンター：最終処分場 
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基本施策 3-4 水道の安全供給・地下水の保全かん養 

【現状と課題】 

❒多良間村の水道 

➢多良間島の水道事業は、地下水を水源に簡易水道事業として実施している。水納島は、雨

水を貯留し、浄化して使用している。 

➢給水人口は、近年減少しており、給水量も年々減少している。令和 2年の日最大給水量は

650m3であった。 

➢1人 1日当たりの給水量は、平成 28年度で 411ℓ であり、若干の増加傾向にある。 

➢老朽化した給配水施設については、随時取り替え等の更新を行っている。 

 

❒地下水量の保全・かん養 

➢多良間島では、淡水レンズと呼ばれる透水性岩石の地下で海水（塩水）の上にレンズ状に

浮いている地下水（淡水）を汲み上げて利用している。しかし、淡水レンズ層は急激に揚

水したり、渇水が続いてレンズ層が薄くなると海水が混入する恐れがある。多良間島の地

下水賦存量（理論上算出された総量）は 73万㎥/年と試算され、島の生活用水 20万㎥/年

を上回っているが、農業用水を賄おうとすると不足する。 

➢本村にとって、地下水は村民の重要な水源である。現在、多良間島の地下水量は十分足り

ているが、農業用水としての利用や干ばつが発生した場合に不足することも予想されるこ

とから、日頃から節水に努めるとともに、植樹活動等による水源かん養林の保全が重要で

ある。 

 

❒地下水質の保全 

➢硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の平成 28 年 10 月の 4 つの水源ボーリング地点の平均は、

10.09mg/ℓ であり、基準値の 10mg/ℓ を上回っているボーリング水源がある。 

➢窒素分の混入要因としては、化学肥料や家畜排せつ物等の農業活動によるものと、生活排

水によるものがある。 

➢多良間島では硝酸性窒素等の水質対策として、ろ過装置を設置し、良好な水道水を供給し

ている。浄水平均は平成 28年 10月 6.54 mg/ℓ で、概ね飲料基準を満たしている。 

 
    資料：多良間村 HP（データ：一般財団法人沖縄県環境科学センター検査より） 
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❒湧水の保全 

➢村内には、文化財的にも価値がある、アマガーやシュガーガーなどが点在している。 

 

【施策の目標】 

 水は人間にとって不可欠のものである。地下水に頼っている本村では、水量の保存

と水質の保全が重要であり、その保全・かん養に努め、安全な水道水を供給する。 

 

【取組の方向性】 

①簡易水道の整備と維持管理 

良質でかつ安定した水道水を供給するために、浄水施設や給配水設備等の維持管理と老朽

化施設の修繕や取り替え等を実施する。 

 

②地下水量の保全・かん養 

地下水量の保全のため、節水に努めるとともに雨水利用の奨励、大型貯水槽導入の検討を

行う。また、水源のかん養の面から植樹活動を推進する。 

 

③地下水質の保全 

農業においてはエコファーマー登録を増やし、化学肥料（高度化成肥料）や農薬の適正使

用に努め、家畜排せつ物は堆肥化する等、適正に処理する。 

生活排水対策は、住民協力のもと生活雑排水対策の推進や合併型浄化槽の設置普及を促進

し、将来的には集落排水処理施設等の導入を検討する。 

 

④水源の確保と渇水対策 

良質で安定的な水源を確保するためには、水源かん養機能を高め、水道の使用量を抑える

等して、持続可能な水循環を推進する。 

また、渇水期にも給水制限が回避できるよう、日頃から節水や雨水の有効利用等の取り組

みを推進する。 

 

⑤湧水の保全 

 湧水は文化的にも価値があるが、災害

や緊急時の生活用水の水源としての価

値も認識する必要がある。そのため、地

域と連携して保全に努める。 

 

 

   
ナガシガー 
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基本施策 3-5 生活衛生の向上 

【現状と課題】 

❒墓地・埋葬の適正管理 

➢本村の墓地は、共同墓や門中墓といった沖縄独自の形態が受け継がれている。島外の病院

や老人保健施設で亡くなる人がほとんどであるが、火葬場がないため島内で亡くなった場

合は古来の風葬が主となっている。 

➢独自の文化である埋葬方法を尊重しつつ、墓地埋葬法や公衆衛生法に則した墓地の適正管

理が進められている。 

 

❒衛生的な生活環境の確保 

➢生活衛生環境を取り巻く問題として、不法投棄や不適切な生活雑排水とし尿処理の問題、

ペット飼育の放棄等多岐にわたり、これらが、近隣住民間のトラブルとなる場合がある。 

➢快適で住みやすい場所をつくることは、人々の生活環境を良くし、健康で安心できる条件

を整えることであり、生活環境を衛生的なものにすることが大切である。 

➢衛生的な生活環境を確保するため、村民一人ひとりが率先して衛生活動等に参加できるよ

う、行政による支援について村民に周知し、生活衛生意識を高める。 

 

【施策の目標】 

 墓地埋葬に関しては、法律に準じて実施する。推進する。また、ペットの管理は、

ペットも家族の一員と捉え、適切に管理できるよう、普及啓発を図る。 

 

【取組の方向性】 

①墓地・埋葬の適正管理 

墓地建設や埋葬については、当事者の意向を尊重しながら、墓地埋葬法、公衆衛生法に触

れないように留意し、村への連絡や法的な手続きを徹底するよう指導を強化する。また、自

然景観を損なわないように行政指導を徹底する。 

 

②ペットの管理の促進 

 衛生管理や自然保護の観点から、犬や猫

などのペットは、適正に管理するよう、チラ

シや広報誌で呼びかける。 

 

 

 

 

  
 

野生化したノラネコ 
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Ⅳ章 基本目標４ 

 

明るく安らぎに満ちた暮らしづくり 
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基本施策 4-1 地域福祉・地域包括ケアシステムの構築 

【現状と課題】 

❒村の人口構成 

➢本村の令和 2 年 10月の住民基本台帳による人口構成は、15 歳未満が 147 人（13.4%）、15

～39 歳が 229 人（20.8%）、40～64 歳が 382 人（34.7%）、65 歳以上が 342 人（31.1%）で、

3人に 1人が高齢者という超高齢社会である。 

➢15歳未満人口が減少し続けていることもあり、少子化の進行が懸念されている。 

➢人口構成のバランスが崩れることにより、村の活力の衰退等が懸念される。 

 

❒地域福祉体制づくり 

➢本村は、離島ならではの特徴的な伝統文化が根付いていることもあり、村民同士による助

け合い（ゆいまーる）や交流が色濃く残っている。地域コミュニティーは地域住民による

主体的な福祉活動において重要な社会基盤となっている。 

 

❐社会福祉協議会の活動 

➢社会福祉協議会は、地域福祉活動の中心的存在であり、高齢者や障がい者の生活支援、民

生委員・児童委員の事務局、災害時の要配慮者の管理、その他、福祉行政の支援等を行っ

ており、高齢者生活支援センターの管理、介護保険事業も行っている。 

➢職員は 4名であり、社協全体のスタッフは 22 人であるが、人材は不足気味である。 

職種 人数 

主任ケアマネ 1 人 

看護師 2 人（正看護師、准看護師各 1 名） 

社会福祉士 なし 

ケアプランナー 1 人（ケアマネ兼務） 

要介護認定調査の調査員 1 人（ケアマネ兼務） 

事務職 2 人 

 

❐地域包括ケアシステムの構築 

➢こどもから高齢者まで包括的に支援するには、地域全体で支え合うことが望ましく、その

体制づくりとしして地域包括ケアシステムがある。現在、人材不足等により十分な機能は

構築されていない。 

 

❐家庭内暴力（DV）・児童虐待等への対応促進 

➢家庭内暴力等の対応には、近所や地域、民生委員・児童委員、警察等で見守り等を実施し

ている。 

➢児童虐待等については、民生委員・児童委員、保育所、診療所、児童相談所や学校等連携

しながら対処している。  
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【施策の目標】 

地域における相互扶助の意識や取り組みが将来にわたって継承されるよう、地域住

民の主体的な活動を支援し、地域福祉体制づくりに努める。 

誰もがいきいきと活動し、村の活力を生み出すために、子どもから高齢者までが協働

して地域社会を支え、地域福祉の担い手を増やし、地域包括ケアシステムの構築を目指

す。 

 

【取組の方向性】 

①地域福祉体制の強化 

村民が地域福祉を身近なものとして、積極的に参加できるように、地域福祉の啓発活動を

強化する。各種の福祉制度については、それぞれの事業において計画を策定し、制度の周知

を図るとともに適正なサービスを推進する。 

 

②福祉のむらづくりの構築 

地域福祉の各種サービスの強化を図るために、ハード面、ソフト面の整備を強化し、障が

いのあるなしに関わらず誰もが地域で気軽に活動できるようなむらづくりを進める。 

 

③地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定 

 地域福祉を推進するための計画及び社会福祉協議会の活動計画等の策定を実施する。 

 

④福祉人材やボランティアの育成・確保・拡充 

 地域福祉の推進のため、民生委員・児童委員や福祉関連従業員、防災士、地域づくりボラ

ンティア等の人材を育成・確保し、拡充する。 

 

⑤家庭内暴力（DV）・児童虐待等への対応促進 

 家庭内暴力や児童虐待等については、地域づくりの輪（ネットワーク等）を広げ、民生委

員・児童委員、学校等で見守り等を強化する。状況に応じて、児童相談所や警察との連携も

引き続き取り組む。 

 

⑥高齢者や障がい者への虐待の防止・対応 

 高齢者や障がい者への虐待等については、実態を把握するとともに、社会福祉協議会や地

域包括支援センター等との連携により防止に努める。 

 

⑦母子・父子・寡婦世帯の自立促進と支援 

母子・父子・寡婦世帯は、母親あるいは父親ひとりで家計と子育ての両方を見なければな

らず、きめ細かな対応が必要とされる。民生委員・児童委員の活動の強化を図り、個々の家

庭の事情に配慮しながら、生活実態の把握に努め、就労機会を確保し、自立支援を行う。 
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基本施策 4-2 保健医療・健康づくりの拡充 

【現状と課題】 

❐医療体制づくり 

➢本村には、医療機関として、県立宮古病院多良間診療所、村立歯科診療所があり、医科及

び歯科診療がなされている。医療従事者は、医師 1人、歯科医師 2 人、看護師 1人が疾病

予防及び病気診断と治療にあたっている。 

➢産婦人科、整形外科、精神科における専門医療は、巡回診療によって対応されている。 

➢緊急を要する病気やけがの場合には、海上保安庁、自衛隊等の協力によりヘリコプターに

て、宮古島、石垣島へ搬送している。 

 

❐疾病予防・健康づくり 

➢村民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現、健康寿命の延命等を目指し、平

成 26年度に「健康たらま 21」が策定されているが、評価、計画の見直しを要する。 

➢保健活動として、住民健康診査、各種がん検診、栄養教室等の健康相談を行っている。 

➢本村は、生活習慣からくる「肥満」「多量飲酒」による心疾患と糖尿病が多い。 

➢高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満等の生活習慣病は、動脈硬化や脳血管疾患などの疾患

につながりやすいため、生活習慣病の予防に対して保健指導を実施している。 

 

高齢者へのアンケートによる疾病等の状況 

 
資料：第 8期多良間村高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（令和 3年 3月）より 
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【施策の目標】 

 県立宮古病院、宮古保健所等との連携により、離島医療の充実、救急医療体制の継

続・構築を図る。また、胎児から高齢者まで、いつまでも元気であるための健康づく

りを推進する。 

 

【取組の方向性】 

①安定的な医療の拡充 

本村の医療は、多良間診療所を中心に村民の健康維持と病気治療が十分に実施できる体制

を整備拡充する。 

 

②健康づくり事業・予防医療の推進 

健康を維持するための食事についての指導、健康運動の実施、子ども達のための健康学習、

高齢者の保健事業、予防接種事業等を実施する。 

また、住民健診、医療相談・指導等の業務については、診療所及び関係機関との連携を強

化し村民の健康増進に努める。 

「生活習慣病予防講習会」「健康教育」等を日常的に開催し、健康に関するパンフレットを

配布する等、村民に開かれた保健教育を実施する。 

 

③世代ごとの健康教育の促進 

ライフスタイルの変化による食生活の乱れが、健康保持に影響を及ぼしていると懸念され

ている。そのため世代ごとに安全な食べ物を選ぶ能力や望ましい食習慣を身につける「食育」

を行う。 

 

④感染症予防の推進 

 新型コロナウイルス（COVID-19）のような

パンデミックに備え、感染予防に努める。 

 

⑤気候変動に備えた熱中症対策等の促進 

 地球温暖化により熱中症等が増加すると

予想される。これらについて対応のあり方

などの情報を収集・検討し、適応策として対

応する。 
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基本施策 4-3 高齢者支援・高齢者福祉の推進 

【現状と課題】 

❐介護サービス需要の高まり 

➢住民基本台帳による令和 2年 10月の高齢者数は 342人（高齢化率は 31.17%）で、高齢者

人口、高齢化率ともに年々上昇しており、2030 年頃まで上昇するものと予測されている。 

➢平成 30年の高齢者のいる世帯は 221世帯であり、世帯率は 42.5％である。県全体の 34.0％

と比較して高い。うち、ひとり暮らしの高齢者は 81人でる。 

➢本村では、介護保険事業によるサービスは在宅サービスが主となっている。 

➢ひとり暮らしや寝たきりの高齢者等、介護を必要とする高齢者が今後増加すると考えられ

る。高齢者の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域に密着した介

護保険事業の推進を進めている。 

 
資料：沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 在宅福祉班 

 

❐介護保険料 

➢本村の保険料基準額は 6,040円となり、県内で 2番目の低さである。 

➢介護サービスの利用者が増加すると、保険料基準額の高騰が懸念される。高齢者が健康で、

できるだけ地域で自立した生活を送れるように介護予防の推進とサービスの適正利用が

重要となる。 

 

❐高齢者福祉事業 

➢3 年に一度の介護保険料見直しに伴い、高齢者福祉事業計画も改定されている。事業は、

介護予防事業、地域ケア会議、高齢者福祉事業、認知症総合支援事業などを中心に推進し

ている。  
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❐老人クラブ活動 

➢多良間村では 60 歳以上の高齢者で、地区ごとに単位老人クラブが組織されている。令和

2年度で 8つの単位老人会と 367名の登録者がいる。 
 

【施策の目標】 

 地域の住民がともに支え合い、高齢者になっても元気で、生きがいあふれる暮らしが

出来る地域を目指し、高齢者福祉の増進を進める。持続可能な介護保険サービスの推進

を図る。 
 

【取組の方向性】 

①持続可能な介護保険事業の推進 

 適正な介護保険事業の運営をめざし、本村に適した介護予防・介護支援サービスを推進す

る。地域の資源を活かした多様なサービスの充実を図るとともに、予防給付の円滑な地域支

援事業への移行を目指す。 

 

②健康づくり・介護予防の推進、日常生活の支援 

健康長寿の推進を第一の目標とし、健康づくり、生きがいづくり、社会参加、生涯学習、

介護予防などの各種活動を気軽に参加できるよう、活動支援や環境整備等を推進する。 

介護予防をねらった日常生活総合事業として訪問サービス、通所サービスの充実を図とと

もに、生活習慣病対策としての意識啓発や健康診断、保健指導などを関係機関等と連携して

実施する。 

 

③介護予防等の包括的サービスの充実・強化 

住み慣れた地域で、在宅療養を望む高齢者を支えるために、医療と介護の一体的なサービ

スを提供するために、医療と介護の連携を強化するとともに、認知症になっても、本人の意

思が尊重され、症状に応じた適切な支援・サービスが受けられ、できる限り住み慣れた家庭

や地域で暮らし続けられるよう、地域の見守りや医療・介護サービス体制を構築する。 

 

④自助・互助・共助・公助の村づくりの推進 

地域包括センターが中心になり、社会福祉協議会や住民、事業者等が連携し、住民相互の

支え合いによって、権利擁護や見守り等の福祉、地域で要介護者や介護家族等を支える自助、

互助、共助、公助の意識を促進し、高齢者が生きがいを持って、いつまでも元気で暮らせる

村づくりを目指す。 

 

⑤人材育成と地域包括ケアシステムの構築 

今後も増加する介護ニーズ的確に対応し、質の高い福祉サービスを提供するために、地域

や関係機関との連携しつつ、人材の確保・育成を積極的に推進し、地域の各主体が連携し合

う地域包括ケアシステムの構築を目指す。  
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基本施策 4-4 子育て支援・子育て環境の充実 

【現状と課題】 

❒子ども子育て支援計画と乳幼児数 

➢乳幼児から 18歳未満までの乳幼児・児童・生徒等を対象とした「子ども・子育て支援法」

が平成 24年 8月に成立し、地方自治体は、「子ども子育て支援事業計画」を策定すること

となった。 

➢この基本施策 4-4の項目では、概ね、妊産婦及び就学前の乳幼児・園児等への支援事業等

を対象とする。 

➢令和 2年 9月の乳幼児数は、0歳児が 9人、1歳児・2歳児が各 4人、3歳児 9人、4歳児

12 人、5 歳児 3 人である。保育所に入所せず、家庭等で保育している乳幼児は 7 名であ

る。 

➢出生の動向は、平成 22 年以降減少傾向にあり、令和元年の出生数は 5名であった。 

 

 
                  資料：沖縄県衛生統計年報（人口動態編） 

 

❒就学前の子育て支援 

➢母性の健康の確保と増進として、健康相談、妊産婦健康診査、妊産婦訪問事業、母子保健

推進員活動の支援等を行っている。 

➢子どもの心身の成長を支える健康づくりとして、乳幼児健康診査・歯科健康診査、新生児・

乳幼児訪問指導、離乳食等の実習、予防接種等を実施している。 

 

❒保育所サービスの状況 

➢本村には村立の保育所が 1か所あり、0歳から 3歳までを受け入れている。 

➢入所児童数は、0歳児から 2歳児で 12人、3歳児が 7人であり、4歳児以上の入所はない。 

➢保育サービスの内容は、通常保育、障がい児保育、健康・体力づくり、交流・体験行事、

幼稚園児の午後の預かり保育事業等を実施している。 

➢近年、待機児童はいない。 
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❒いっしょに子育て、親育ちの取り組み等 

➢子育て相談、ひとり親家庭への支援、配慮を要する子どもへの支援、児童虐待防止、三世

代・世代間交流等の事業を実施している。 

➢児童虐待防止・教育放棄（ネグレクト）には、ネットワークを構築し、親の悩み等に対処

しながら支援活動を実施している。 

 

【施策の目標】 

子どもは地域の宝であり、未来そのものである。進行する少子化に対応するため、誰

もが安心して子どもを生み育てることができる環境づくりの創出、地域の人々が一緒

になって子どもとその保護者を支援する地域の支援体制を目指す。 

 

【取組の方向性】 

①保育サービスの充実 

幼児の健全な発育と保護者の就労支援を円滑にするため、子ども達の衛生管理、保護者の

育児相談、保育所活動における地域交流等の保育事業を拡充させる。 

保育所施設については、常に安全が保持できるように管理体制を整える。 

出産後 1年以内に働き出す母親が 4割を示すことから、保護者の就労支援と同時に、子ど

も達の心身の健全な発育を支援するための多様な保育サービスの拡充を目指す。 

 

②地域で育てる健全保育の推進 

地域の人々が一緒になって、子どもと保護者を支援する民間の委託事業者の子育て支援体

制を組織する。 

特に児童虐待については、地域の人々が日頃から気を配り、未然防止と早期発見のための

指導等を実施する。 

 

③子育て支援制度の充実 

子ども達の健やかな成長を支えるために、育児を経済的に助け、負担を軽減するような「支

援制度の強化」を図る。公平なサービスができるよう、各種支援制度の周知徹底を図る。 

 

④母子の健康の確保と増進 

子どもの心身の健やかな成長が強く求められる中で、

子ども及び保護者それぞれのライフステージにおいて、

心身の健康・保持・増進を図るために、母子保健サービ

スの拡充に努める。 

 

⑤育児休暇取得の促進 

 母親・父親を問わず、育児休暇の取得を促進するとと

もに、育児休業が取得できる職場環境の創出を目指す。 

 
母子保健等検診風景 
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基本施策 4-5 障がい者（児）の支援 

【現状と課題】 

❒障がい者計画・障がい福祉計画の策定 

➢平成 19年 4月から、「障害者基本法」に基づく「市町村障害者計画」の策定が義務化され、

本村でも同年に「多良間村障がい者計画」及び「障がい（児）福祉計画」を策定し、障が

い者の福祉と障がい者の自立支援・総合支援を推進している。 

➢障害者計画では、「障がい者の社会参加 地域と共に歩む ゆがぷう島たらま」を基本理

念とし、障がい者のための施策を推進するうえでの基本事項を定めている。 

 

    資料：多良間村第 6期障がい福祉計画・第 2期障がい児福祉計画（令和 3年 3月） 

 

❒障がい者（児）の状況 

➢令和 2 年度における身体障がい者は、63 人であり、うち肢体不自由が 19 人と最も多い。 

身体障害者手帳の保持者数は、平成 29年以降減少傾向にある。 

 

❒障がい者（児）福祉サービスの実施 

➢障がい者（児）への福祉サービスは、法律に準じ、必要に応じて、「自立支援給付」、「地

域生活支援事業」、「障がい児通所支援事業」を実施している。 

 

※「障がい」と「障害」の表記について 

人や一般名詞として人を表す際の表記は、人権を尊重するうえで「障がい」

とし、法律や団体名、医療用語等として使用する場合は「障害」とする。 
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【施策の目標】 

 障がい者計画においては、国の「障害者基本計画」及び県の「第 4 次沖縄県障害者

計画」との連携調和を図りながら本村の基本理念を推進するため 3 つの方針を設定し

取り組むものとする。 

 

【取組の方向性】 

①障がい者の自立を支援する仕組みやサービスの推進 

相談支援体制の拡充、福祉サービスの充実、健康と疾病予防のための取り組みの推奨、障

がい者の権利や保護が適切に行われるための体制の整備等、障がい者の生活全般に対応した

サービスの提供に努める。 

 （1）地域での相談支援の充実 

 （2）障がい福祉・障がい児福祉サービスの充実 

 （3）障がいの要因となる生活習慣病の予防の推進 

 （4）権利擁護の推進 

 

②障がい児の保育・教育の充実 

 障がい児及びその家族の福祉の増進に資することを目的に、教育・療育に特別のニーズが

ある子ども達への支援を保育所、幼稚園、小、中学校、教育委員会、住民福祉課、その他関

連機関と相互連携による情報共有やサポートの推進を図る。 

 （1）乳幼児期からの早期支援体制の充実（母子保健の充実） 

 （2）保育・教育の充実 

 （3）就労支援の推進 

 （4）余暇活動、地域活動への参加促進 

 

③互いを理解し、ともに支え合う地域づくりの構築 

 障がいに対する正しい知識を普及させ地域住民の理解を深め福祉の心を育み、ともに支え

あっていく地域社会を構築する。また多良間村地域自立支援協議会を中心に支援体制を整え、

障がい者に配慮した防災・防犯対策も図っていく。 

 （1）福祉教育の推進 

 （2）だれもが安心して暮らせる環境づくりの 

推進 

 （3）防災・防犯対策の推進 

 （4）ともに支え合う地域共生社会の構築 

 

 

 

 

  

 
車いす（役場玄関配置） 
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基本施策4-6 多様な人格の理解や男女共同参画の促進 

【現状と課題】 

❒多様な人格・人権の理解促進 

➢人は多様な人格をもって生まれてきている。自分や社会の多くの人が同一意識を持ってい

ることはないことは十分理解されているが、時に自分や社会的に異なった情動を起こす人

に対して「異端児」的な評価をする場合がある。これらに対しては、多様な人格があるこ

とを理解し、お互いの人権を尊重し合わなければならない。 

➢近年の調査で、性的マイノリティー（同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、

または性同一性障害などの人々のこと：LGBT）が、3～5％はいると報告された。 

➢適応障がいや発達障がいも、認識されにくい状況にある。 

 

 LGBT：レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、両性愛（Bisexual）、トランスジェン

ダー（Transgender）の各単語の頭文字を組み合わせた表現である。 

 

❒ジェンダー（男女平等）、男女共同参画社会の促進 

➢沖縄県における男女共同参画社会に関する県民意識調査によると、家庭生活・職場におけ

る男女平等について、どちらも約半数が「男性が優遇されている」と回答している。 

➢本村のアンケートでも、地域行事等における男女の役割について意見を持つ方も多い。 

➢男女共同参画社会の実現のために行政が推進すべきことは、「育児・介護の支援等、仕事

と家庭・地域生活の両立支援」、「職場での男女格差是正、労働時間短縮等の普及促進」が

多く支持されている。 

 　　　資料：沖縄県　第5次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～（平成29年3月）

男女の地位の平等感（沖縄県）
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【施策の目標】 

 性的マイノリティーや発達障がい・適応障がいなど、多様な人格・個性として捉え、

人権の平等を理解・意識し、また、男女平等参画の意識を尊重し合い、醸成する。 

 

【取組の方向性】 

①多様な人格・人権の理解促進と意識の醸成 

性的マイノリティー（LGBT）や発達障がい・適応障がい者などについて互恵・尊重し、一

つの人格・個性として捉える。その意識を醸成・促進する。 

 

②男女共同参画意識の醸成 

村民の誰もが性別による固定的な役割を見直し、男女が互いに尊重し合いながら家事や育

児、社会参画を楽しめるよう広報活動を充実し、意識啓発に努める。 

職場や家庭、地域において、村民の誰もが性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮す

ることができる社会を実現する。 

 

③地域行事・育児等での男女の格差是正 

地域行事の男女の役割について、地域で話し合う。 

育児・介護へにおいても、の男女共同のあり方や共同参画の意識を醸成する。  

　　　　資料：沖縄県　第5次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～（平成29年3月）

男女共同参画社会の実現のために行政が推進すべきこと（沖縄県）
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基本施策 4-7 社会保障制度の適正な運用 

【現状と課題】 

❐社会保障制度の運用 

➢令和元年度の生活保護の状況は、被保護世帯が 17 世帯、被保護人員が 20 人、保護率は

19.31‰（パーミル:千分率）となっており、最近 5年では概ね横ばいとなっている。 

 

❒国民健康保険 

➢平成 30 年の国民健康保険には、254 世帯が加入し、被保険者数は 412 人、一般被保険者

保険税（医療分）は 24,111 千円であった。平成 26年と比べると、被保険者は減少し、保

険給付額は上昇しており、要因としては高齢者比率の上昇が考えられる。 

 

【施策の目標】 

 生活保護は村民の生命と生活を支える最後のセーフティーネットであることから、

今後も法に基づく適正な保護を実施する。国民健康保険に関しても適正に運営する。 

 

【取組の方向性】 

①生活保護世帯等への支援 

生活保護に至る前段階の生活困窮世帯等への適正な支援を図り、自立に向けた支援、相談

等を実施する。 

 

②年金加入率の向上 

村民に国民年金制度の仕組みを理解してもらうために、パンフレットの作成や広報活動を

強化し、年金制度の周知徹底を図る。また、未加入者の把握と加入促進に努め、加入や受給、

法定免除等の手続きに関して適切なサービスを行うため、支援相談員の強化を図る。 

 

③国民健康保険財政の健全運営 

現在の保険制度は、医療費支出を賄うに十分な保険税収入がなく、不健全な財政となって

いる。保険税の滞納防止を図り、保険財政の健全化に努力する。 

保険財政の健全化は、医療費支出の増大を抑えることが必要である。医療費支出の軽減を

図るためには、村民の健康づくり、保健予防の推進を図る。  

生活保護人数及び保護率

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

非保護世帯（世帯） 16 15 16 16 17

非保護人員（人） 21 17 19 20 20

保護率（‰） 17.75 14.57 15.97 16.92 19.31

資料：宮古福祉事務所概要
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Ⅴ章 基本目標５ 

 

島の未来を支える人づくり 
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基本施策 5-1 園児・児童・生徒の教育の向上 

【現状と課題】 

❒幼稚園教育 

➢幼稚園は、多良間小学校に併設された村立幼稚園があり、4 歳・5 歳児が通園している。

令和 2年度の園児数は 16人、平成 30年度より減少している。 

➢幼稚園児の午後の預かり保育が、幼稚園で実施されている。 

 

❒学校教育 

➢多良間小学校の令和 2 年度の児童数は 84 人であり、ここ数年は増加している。職員数は

14人である。 

➢多良間中学校の令和 2 年度の生徒数は 29 人であり、ここ数年は減少している。職員数は

13人である。 

➢多良間小学校及び中学校では、普段の授業やクラブ活動の他に、様々な交流活動や行事を

通して知育・徳育・体育を実施している。 

➢教育施設の整備については、図書備品や各種教材等の整備が課題となっている。 

➢多良間村教育振興基本計画が、「郷土の自然と文化に誇りを持ち、心豊かで創造性、社会

性、国際性に富む人材の育成と生涯学習の振興」を基本理念として作成されている。 

➢教育の機会均等を図るため、子育て支援（基本施策 4-4）、貧困対策を推進している。 

 

 
 

❒高校進学の支援 

➢高校進学率は 100％を維持しているが、本村には高校がないため中学校を卒業と同時に島

外に出なければならない。そのため、島外で生活するための奨学制度などの支援を実施し

ている。 

    資料：第2期多良間村子ども・子育て支援事業計画

多良間村の園児・児童・生徒数の推移
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【施策の目標】 

 自ら認めて学び「知・徳・体」調和のとれた学力の向上を目指すとともに、粘り強

い幼児児童生徒を育成する。 

 郷土文化の継承・発展に寄与し、ふるさとに誇りを持ち、国際社会、情報社会に生

きる、創造性あふれる心身ともに健全な人材を育成する。 

 

【取組の方向性】 

①地域教育体制の確立 

家庭、幼稚園、小学校の連携を強化し、地域の人々の協力を得ながら、地域の教育体制の

確立に努める。 

子ども達の健全な発達のため、非行防止の「一声運動」、ＰＴＡ活動の充実、子ども会活

動の活発化、地域の各種イベントへの参加を促し、地域全体で子ども達を育てる体制をつく

る。 

 

②幼児教育の充実 

 幼児期の教育として、児童一人ひとりに基本的な生活習慣を定着させ、生涯学習の基礎を

身につかせ、それぞれの個性を大切にする教育を推進する。 

 

③小・中学校教育の充実 

また、児童生徒の発達段階を踏まえ、基礎的な知

識及び技能の習得を育み、学びに向かう力、人間性

を養い、主体的・対話的で深い学びの実現に向け、

組織的・計画的・継続的に取り組み、豊かな人間性

や社会性の育成を図り、諸教育活動を通して心の

教育を推進する。 

 

④特別支援教育の充実 

特別な支援を必要とする子ども達をサポートするため、児童・生徒の成長過程に合わせた

就学指導教室や相談活動を実施する。 

 

⑤高等学校教育等の充実 

従来の高校入学支援の継続実施に加え、専門学校・大学入学への支援を検討し、子ども達

の進学意欲の向上、学習機会の創出に努める。 

 

⑥教育施設の整備、拡充 

教材、遊具、備品の整備を進め、付帯設備の整備を促進しながら、教育用機材を整備する。

さらに、子ども達が心身ともに健やかに育つ教育環境を確立するために、環境美化の促進を

図る。  

 
運動会風景 
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基本施策 5-2 社会教育・生涯学習・スポーツ等の振興 

【現状と課題】 

❒社会教育・生涯学習の推進 

➢社会教育は、学校教育や家庭教育を除く、青少年や成人を対象として生涯を通して教育を

目指すものであり、生涯学習等の活動が含まれる。現在、5名の社会教育委員が委嘱され、

社会教育活動を推進している。 

➢生涯学習の場として、コミュニティー施設、村立図書館、ふるさと民俗学習館があり、村

民の生涯学習の拠点として活用されている。 

➢生涯学習行事として、書道教室、三線教室、乳幼児学級、婦人学級、青少年リーダー研修

会、子育てや進路に関する講演会等を行っている。 

➢様々な生涯学習に対応するため、各分野における指導者が必要となる。村内の各団体や村

外の支援団体等との連携を強化しつつ、指導者の育成、組織体制の強化が求められる。 

 

❒スポーツ等の振興 

➢スポーツイベントとして、村民運動会、陸上競技大会、駅伝競走大会、たらま島一周マラ

ソン大会、三世代ゲートボール大会等が開催されている。たらま島一周マラソン大会は、

島外からの参加も多数あり、観光イベントとしての価値も高い。 

 

❐社会教育団体の育成・支援 

➢20 歳～40 歳の 10 名程度で、青年団協議会が結成され、エイサー等の活動を実施してる

が、若い人が入会しないという課題がある。 

➢65歳までの女性（主に既婚）100名で婦人連合会が結成され、独居老人への弁当づくりや

各祭り・イベントへの参加、手伝い等を行っている。定期的に親睦会も実施している。 

➢ＰＴＡは、学校教育と家庭教育・地域教育を繋ぐ団体として位置づけられており、子ども

会育成連絡協議会の生活や教育の向上を目指して活動している。 

➢児童・生徒で結成されている子ども会を育成するために、子ども会育成連絡協議会が組織

されており、子どもたちの地域活動等を支援している。 

➢農業・漁業従事者を中心に、生活改善・生活レベルの向上を目指して「農漁村生活研究会」

が結成されている。活動内容は高齢者への食の支援、ふれあい活動、家庭菜園コンクール

活動等である。 

 

【施策の目標】 

 学校・家庭・地域・行政が連携し、時代の変化に対応して、住み良い村づくりに貢

献する、生涯学習社会の実現を図る。 
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【取組の方向性】 

①生涯学習活動の内容充実 

村民の多様な学習活動のニーズに応えるためには、社会教育の活動内容を充実させること

が大切である。村民ニーズに沿った生涯学習計画を策定し、計画指針を明確にするとともに、

講座・学習科目の増設や外部講師による出前講座を充実する。 

 

②スポーツ・レクリエーションの充実 

村民の健康・体力づくり、村民同士の交流を目指した村民運動会、陸上競技大会、駅伝大

会、三世代ゲートボール大会等は今後も継続するとともに、たらま島一周マラソン大会の参

加者の増員を図り、島内外の交流を活発化する。これには、受け入れ体制の強化等観光産業

との連携も必要である。また、その他の新興スポーツの実施も検討する。 

 

③組織体制の強化 

社会教育を充実させ、村民の生涯学習を実りのあるものにするためには、多種目の分野に

おける指導者が必要である。文化活動、スポーツ、レクリエーション活動、ボランティア活

動等の指導者の育成を促進する。 

また、村内の各団体や村外の支援団体との連携を強化しながら、村民ぐるみの体制づくり

を目指し、組織体制の強化を図る。 

 

④活動拠点の整備 

本村の社会教育施設には、コミュニティー施設、老人福祉センター、図書館、集落センタ

ー、ふるさと民俗学習館等がある。これらの施設が村民の多様な学習活動の要求に十分な対

応ができるように、施設内容の整備を進める。 

また、島外からの参加者に対して、民泊やショートステイ等の体制を整え、島外からの参

加がしやすい体制を整える。 

 

⑤社会教育団体の活動支援 

 PTA、子ども会育成連絡協議会、青年会、婦人連合会、農漁村生活研究会、自治会などの

社会教育団体の育成を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

陸上競技大会風景 村民運動会風景 
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基本施策 5-3 地域伝統文化の継承 

【現状と課題】 

❒文化財 

➢国指定の文化財は、「多良間の豊年祭（八月踊り）」、「先島諸島火番盛」がある。 

➢県指定の文化財は、「親里家文書」、「多良間島の土原豊見親のミャーカ」、「寺山の遺跡」、

「塩川御嶽の植物群落並びにフクギ並木」、「運城御嶽のフクギ群落」、「多良間島の抱護林」、

「多良間島の嶺原の植物群落」、「多良間島の土原御嶽の植物群落」等がある。 

➢村指定は現在、書跡が 3、典籍が 5、歴史資料が 11、有形民俗が 11、無形民俗が 1、史跡

が 33、天然記念物が 6 と多くの文化財がある。 

 

❒伝統行事 

➢伝統行事については、多良間の豊年祭（八月踊り）、スツウプナカ等が行われている。 

➢課題として、後継者不足により後世への継承が不十分であり、多良間島の方言でつづられ

た古謡や民謡が残っているものの、継承されていないものもある。 

 

【施策の目標】 

村内の伝統文化は、地域住民の誇りを生み出すばかりでなく、観光スポットとなり多

良間村独自の魅力となっている。今後も伝統文化を保全・保護するとともに、多良間島

の方言の整理・記録、継承のための調査研究を続ける。 

 

【取組の方向性】 

①伝統文化の継承・振興 

学校教育や地域教育の中で伝統文化の継承者の育成や行事の振興を図る。 

本村の有形の文化財の多くは自然のままにあることから文化財の環境整備を図り、文化財

の長期保存に努める。保存を適切に行うためには、高度な専門知識を要することから、専門

家の養成に努める。 

本村の方言は独特であり、これらを整理、記録し、継承するための調査研究を行う。 

 

②文化情報の発信 

村内の伝統文化は、地域住民の自信と誇り

を生み出すだけでなく、観光資源となり多良

間村独自の魅力となっている。特に八月踊り

は島外からも多くの人が来訪する。多良間独

自の文化情報を発信し、伝統文化と観光を連

携させ、産業振興につなげる。 

   
スツウプナカ 
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基本施策 5-4 地域交流による人材育成等の促進 

【現状と課題】 

❒Uターン・Iターンの促進 

➢本村の人口は減少傾向にあり、15～64 歳の生産年齢人口の割合が最も低くなる 2030～

2040年にかけて社会経済的に厳しい時期を迎えると考えられる。 

➢人口が減り、働き手が減ると島の活力が失われる。これを打開するためには、島外からの

Uターン・Iターンを見据えた交流活動の促進が重要と考えられる。 

 

❒地域交流による地域教育の推進 

➢現在、全国的に地域社会における多種多様な課題（環境保全・介護福祉・子育て支援・ま

ちづくり・観光等）を市場とし、解決に向けてビジネス手法で取り組む事業活動をソーシ

ャルビジネス・コミュニティビジネス（SB/CB）が進められている。 

➢県内離島では、石垣市・宮古島市・伊是名村・伊江村・竹富町等で島の特色を活かした SB/CB

により、島内活性化を促している。 

➢これらの地域と交流することで、地域を新たな観点から見直し、地域を活性化することに

繋げている。 

 

❒本村の地域交流 

➢本村でも、離島フェア・おきなわ PJ 推進協議会等への参加を通して離島間の情報交流を

行っており、地域を活性化するとともに、地域の再認識（地域教育）に寄与している。 

➢人材育成や交流事業には、過去に離島振興事業費を活用して実施したこともある。 

 

 

【施策の目標】 

島内外の人とのつながり、異業種交流、地域交流等を強化し、島内の活性化・村の

再認識を図る。また、県外や国外での交流も視野に入れる。 

 

　　沖縄県の離島振興事業費の活用状況　（単位：千円）

部　　門 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 5年合計 割合

自然環境の保全・再生・適正利用 6,048 4,776 6,965 20,003 14,845 52,637 1.28%

安らぎと潤いのある生活空間の創造 88,842 146,382 111,750 9,754 29,700 386,428 9.36%

交通・生活コストの低減 20,434 25,629 27,405 25,194 23,731 122,393 2.97%

交通基盤の整備と交通ネットワークの充実強化 191,986 266,305 422,467 293,170 204,977 1,378,905 33.41%

教育及び文化の振興 5,520 11,595 10,422 12,187 11,131 50,855 1.23%

健康福祉社会の実現 26,540 29,270 32,173 23,830 29,995 141,808 3.44%

安全・安心な生活の確保 7,186 17,144 12,934 48,084 291,161 376,509 9.12%

農林水産業の振興 319,278 326,834 412,140 267,792 283,273 1,609,317 39.00%

雇用対策と多様な人財の育成・確保 3,813 0 0 0 0 3,813 0.09%

交流と貢献による新たな振興 0 5,215 0 0 0 5,215 0.13%

合　　計 669,647 832,150 1,036,256 700,014 888,813 4,126,880 100.0%

資料：離島関係資料：離島振興事業費（令和3年3月）より抜粋改変
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【取組の方向性】 

①島内外の地域活動交流・地域おこし協力隊の活用 

島内における地域活動交流では、文化活動、スポーツ・レクリエーション、地域活動、環

境保全活動等を通して、お互いの情報を交換し、交流を深める。 

離島同士の情報交流は、離島フェア等、機会ごとに情報

を交換し、視野拡大の場、離島共同による物産展等の創出

の場とする。 

島外に対しては、インターネット等を活用し、情報の発

信・吸収を行い、視野を広げ、ビジネスチャンスをうかが

うものとする。また、島外研修等にも積極的に参加する。 

  地域おこし協力隊の活用も図る。 

 

②交流の場の確保 

島内外の地域活動交流を積極的に行うための交流の場として、「多良間村地域振興拠点施

設」などを活用する。具体的には、来訪者のための民泊、県外や国外にショートステイ留学

ができる仕組みづくり、離島間活動拠点（プラットホーム）づくり等、島内外との交流を進

める中で、幅広い領域における交流ができる場づくりを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

たらま島一周マラソン大会 八月踊り 

運動会風景 

たらまゆがぷうランド 

右：案内説明板 
多良間村地域振興拠点施設 
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Ⅵ章 基本目標６ 

 

健全な村経営の仕組みづくり 
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基本施策 6-1 広報の充実・行政への住民参画の推進 

【現状と課題】 

❒広報活動の強化 

➢村のホームページや広報誌「たらま」は、村民が村政情報を知る中心的な広報媒体となっ

ている。 

➢情報化の進展に伴い、村政においても電子情報の利用が拡大している反面、個人情報や誤

報（フェイクニュース等）に関する問題が危惧される。 

 

 

❒公聴活動・情報交流の推進 

➢村民の意思を尊重した村行政を行うため、公聴会や情報交流の場を機会があるごとに実施

している。 

 

❒村民参加の行政 

➢以前から村民はお互いに相談したり、助け合ったりして生活してきた。地域問題について

も村民が主体的に取り組み、村民参加の行政が古くから根付いている。 

➢本村の地域行事などの社会活動は、自治会をはじめとする青年会、婦人会、老人クラブ、

子ども会、その他各種サークル活動によって支えられている。 
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【施策の目標】 

 村の行政情報・広報活動の充実、情報の適正化を図るとともに、行政活動や地域活

動等への住民の参画を促し、村の発展に寄与する。 

 

【取組の方向性】 

①広報活動の強化 

村のホームページや広報誌「たらま」等、情報の充実に努めるとともに、様々な広報媒体

を活用して情報を発信する。また、自治会活動と連動させ、村政の在り方や行政事務、財政

状況が村民に直接伝わるように努める。 

 

②情報の適正化、個人情報の保護 

誰にでも分かりやすく、迅速に正確な情報を提供できるように努めるとともに、様々な広

報媒体を活用して情報を発信する。 

また、個人情報保護の観点から、個人情報の適正な取り扱いと保護に努める。 

 

③公聴活動・情報交流の推進 

村民の意志を把握し、村民の意志を反映した政策を展開するため、地域懇談会や各種の審

議会、検討会での行政と村民との情報交流を行う。 

 

④行政への村民参加 

村づくりに関する情報の透明性を高め、村民による村づくりへの参加・提案・協力ができ

る協働のむらづくり体制を整える。村民同士で解決できる事項と、そうでない事項に区分し、

それぞれの役割を明確にして、村民参加型の行政を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

多良間村役場正面より 

←多良間村議会議場 

村の掲示板 
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基本施策 6-2 行政運営の適正化 

【現状と課題】 

❒組織体制の充実強化と適切な事務執行・設備の充実 

➢地方分権への動きにより、行政が担う分野は人口問題（少子高齢化）、教育、福祉、環境

等、多岐にわたり、複雑な行政運営が求められている。 

➢限られた財源を有効に使い、多様化・高度化する行政サービスに的確に対応するため、事

務執行をさらに効率的に進めていくことが求められている。 

➢情報化の進展に伴い、村行政においても電子情報の利用が拡大している。 

 

❒県・関係市町村との連携促進 

➢介護や障がい者対応等の保健医療、環境衛生、教育文化等、単独での行政サービス、住民

サービスの維持向上が困難になりつつある分野がある。 

➢本村は宮古圏域に属し、保健医療、環境衛生、教育文化等、各種の広域的な課題に対して

は、宮古島市と連携によって対応している。 

 

【施策の目標】 

 各種の事業について、定期的に PDCA サイクルでもって事業実施評価の点検を行

うとともに、組織体制や事務効率化、県や他市町村との連携・情報収集等を行い、行

政運営の適正化に努める。 

 

【取組の方向性】 
①組織体制の充実強化 

村政運営の基本は、村民の行政サービスに対する要求を限られた予算と陣容で適正に処理

することであり、行政組織の合理化と行政改革大綱に基づいた円滑な行政運営を推進すると

ともに、職員の適正配置、定数管理の適正化を検討する。 

また、職員の資質向上のため、沖縄県町村会等による研修や村内外の交流会等への参加や、

村行政に対する意見や研究成果の報告を奨励する職員提案制度の活用を推奨する。 

 

②適切な事務執行・備品・基盤等の整備 

効率的な事務処理を行い、事務処理の迅速化を図るため、行政評価システムを導入し、事

務事業の点検・見直しを実施する。多様化する情報化社会への対応や行政情報のデジタル化

を推進し、情報機器や情報ソフト、庁内 LANの拡充等、情報基盤の整備に努める。 

情報化社会へ対応するため、情報機器や庁内 LANの拡充等、情報基盤等を整備する。 

 

③県や他市町村との連携促進 

広域的な課題のある保健医療、環境衛生、教育文化、その他の課題について、宮古島市あ

るいは沖縄県町村会、類似町村との情報交流・連携によって対応する。  
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基本施策 6-3 施設運営・財政運営の効率化 

【現状と課題】 

❒公共施設等総合管理計画の策定 

➢本村における公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって計画的に更新・統

廃合・長寿命化などを行うことで、財政負担を軽減・平準化につなげることの目的に、平

成 29年 3月に策定した。 

➢計画期間は 30年とし、適宜見直すとしている。 

 

❐歳入・歳出の状況 

➢一般会計（決算額）の令和元年度で歳入総額は 27 億 9790 万円であり、平成 28 年度の以

降減少している。うち、依存財源（地方交付税が 39.6％、県支出金が 25.0％など）が 7割

を占める。 

➢歳出も、平成 28 年度をピークに減少しており、令和元年度で 25 億 6648 万円であり、う

ち普通建設事業費が 30.1％、人件費が 18.6％、物件費が 17.8％を占める。 

➢限られた経費の中で、これまでの行政サービス水準を維持・向上していくため、計画的な

財政運営のもと、ムダのない効率的な予算編成・執行が求められる。 

 

 
  資料：離島関係資料（沖縄県：R3/3） 

 

歳入の状況（R1年度：百万円）

金額 構成

地方税 96 3.4%

地方譲与税 34 1.2%

地公交付税 1,108 39.6%

普通交付税 902 32.2%

特別交付税 206 7.4%

国庫支出金 48 1.7%

県支出金 700 25.0%

地方債 64 2.3%

その他 748 26.7%

2,798 100%

区分

歳入総額

 

歳出の状況（R1年度：百万円）

区分 金額 構成

人件費 478 18.6%

物件費 457 17.8%

扶助費 35 1.4%

補助費等 241 9.4%

公債費 208 8.1%

普通建設事業費 772 30.1%

補助事業費 663 25.8%

単独事業費 108 4.2%

その他 375 14.6%

歳入総額 2,566 100%
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❐経済指標 

➢財政力指数は、平成元年度が 0.12であり、県内市町村では 35位と低い。ちなみに県内町

村平均は 0.33である。 

➢経常収支比率は、89.6 で 24 位であるが、県内町村平均の 86.0 より高い。概ね適正に近

いがやや硬直化しているといえる。 

➢財政力指数、経常収支比率ともに厳しい状況を表す数値となっており、計画的な財政運営

を図るとともに税収の増加が求められる。 

 

【施策の目標】 

 本村は決して財政的は裕福とはいえないが、現在、堅実な運営を実施していると評価

できる。今後も、財政・運営状況を多面的に解析し、村民の安全・安心・幸福感の充実

を目指して行政運営を行う。 

 

【取組の方向性】 

①公共施設等総合管理計画の定期的チェック 

 PDCAサイクルにより、進捗状況をチェックし、適宜、計画を見直すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②計画的な財政運営 

財源の確保は、これまで以上に困難になると予想される。短期計画並びに中・長期的な財

政運営計画を策定し、歳出の適正化を図る。 

 

③財源の安定的な確保 

多良間村行財政改革大綱を軸に、観光関連やその他の産業の振興、企業誘致・育成等を促

進し、村税の増加に努めるとともに、税の徴収を徹底し、自主財源の増加を図る。 

行政サービスにおける使用料や手数料については、受益者負担の原則から適正な料金の設

定等を検討する。 

また、ふるさと納税制度やふるさと寄付金の促進を図る。 

  

Plan:方針・計画 

どのように施策を実施していくか、目

標を定め、実施方針を立てる 

Do:実行 

立てた計画に基づき、施策を実施する 

 

Action:取り組み 

チェックした結果に基づき、計画を見

直し、取組を再構築する 

Check:評価・チェック 

実施した施策の結果を評価・チェック

し、課題等の対策を検討する 
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資 料 編 
 

 

 

  ○第 5次多良間村総合計画前期基本計画の主な事業リスト 

 

  ○多良間村のむらづくりに向けたアンケート調査（一般向け） 

 

  ○多良間村総合計画に関する基礎調査（小学生・中学生向け） 

 

  ○多良間村総合計画策定委員会設置要綱 

 

  ○第 5次多良間村総合計画策定委員会 【委員名簿】 
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第５次多良間村総合計画・前期基本計画における主な事業リスト（その 1） 

 
 

 

№
施策
№

基本施策 取組の方向性 主な取組事業 主な取り組み事業の概要
第4次
評価

担当課
部署

1 1-1 農林畜産業の振興
①農業生産基盤の
整備

県営基盤整備促
進事業

県営・団体営によるほ場整備、かんがい事
業、土地改良等の基盤整備事業を推進する

A 土木建築課

2 1-1 農林畜産業の振興
①農業生産基盤の

整備

防風・防潮・水

源かん養保安林
整備事業

災害からの農産物の保護や水源かん養機能の

向上に向けた保安林の整備を図る
B 土木建築課

3 1-1 農林畜産業の振興
②農業経営基盤の
強化

低コスト輸送支
援事業

離島という地理的条件による輸送コスト高を
極力低減し、競争力の維持を図る

B 産業経済課

4 1-1 農林畜産業の振興 ③農業生産の振興
6次産業化促進
事業

農業生産に加え、加工、販売等の産業を導入
し、多様な農業経営を推進する

C 産業経済課

5 1-1 農林畜産業の振興
④担い手の確保・

育成

青年就農者支援

事業

青年就農者に対し、営農・就農等に関する支

援を行う
B 産業経済課

6 1-1 農林畜産業の振興
⑤地球温暖化等の
災害対応型農業の

研究

災害対応型農業
の研究

地球温暖化による高温、干ばつ等に対応する

育種作物の検討、作物の品種改良、病害虫予
防対策等に関して、沖縄県と連携して研究す

る

新規 産業経済課

7 1-1 農林畜産業の振興
⑥環境保全型農業
の促進

環境配慮型作物

の育成・出荷促
進

無農薬や有機肥料栽培等、健康や環境に配慮
した農産物の生産を促進する

B 産業経済課

8 1-2 漁業の維持・育成
①漁業生産基盤・

経営基盤の整備

漁港付帯設備整

備事業

新たな漁業振興策に必要な付帯施設の整備を

図る
C 産業経済課

9 1-2 漁業の維持・育成

②海洋資源の保全
と有効活用のため

の人材育成等の検
討

ブルーツーリズ

ム等促進事業

観光産業との連携により、事業化可能性を検

討する
C 産業経済課

10 1-3
商工業・独自産業

の醸成

①たらまピンダの

振興

たらまピンダPR

促進事業

インターネットでの配信やチラシ・パンフ

レットの配布等によりPR活動を推進する
B 観光振興課

11 1-3
商工業・独自産業
の醸成

①たらまピンダの
振興

ピンダ商品開発

及び販売促進事
業

ヤギ汁、ヤギ肉の生産販売を促進するととも
に、新しい商品開発等を行う

B 観光振興課

12 1-3
商工業・独自産業

の醸成

②地域ビジネスの

創出

新商品研究開発

促進事業

特産物や伝統技術を活かした新たな商品の開

発を行う
B 産業経済課

13 1-3
商工業・独自産業
の醸成

③中心地区の賑わ
いづくり

中心地区整備事
業

集落内の歩道、ベンチ等散策機能向上の環境
整備を行う

D 観光振興課

14 1-3
商工業・独自産業

の醸成

④販売促進活動の

推進

消費者ニーズ把

握事業

村民や来訪者の消費ニーズを把握し、商品ぞ

ろえを検討する
B 産業経済課

15 1-4 観光の振興
①ふしゃぬふ観光
協会の活用

観光協会事業
観光案内や観光情報、イベント案内等の発
信、離島フェアへの参加出展、他県との交流

等の推進

新規 観光振興課

16 1-4 観光の振興
②観光資源の保
全・創出・活用

観光資源創出事
業

多良間村の特色を活かした新たな観光資源を
創出する

B 観光振興課

17 1-4 観光の振興 ③観光産業の育成
観光産業支援事

業

観光協会と連携し、観光に関する人材育成や

民間の観光産業への支援を行う
C 観光振興課

18 1-4 観光の振興
④観光施設の整
備・管理

観光施設整備事
業

「夢パティオたらま」、「たらまゆがぷうラ

ンド」をはじめとする観光施設の整備拡充を
図る

B 観光振興課
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№
施策

№
基本施策 取組の方向性 主な取組事業 主な取り組み事業の概要

第4次

評価

担当課

部署

19 1-4 観光の振興 ⑤観光宣伝の充実
観光パンフレッ

ト充実事業

初めて訪れた人にも見やすい観光案内パンフ

レットの作成、配布を行う
C 観光振興課

20 1-4 観光の振興
⑥特産品等食の研

究促進

特産品開発支援

事業

製造業と連携し、多良間村独自の食や物品等

の新たな特産品の開発を検討する
B 観光振興課

21 1-5 交通体系の拡充
①海上交通の機能

拡充

海上交通網の確

保・維持事業

村民の物資や旅客輸送の主要機能を確保・維

持するため、現行のフェリー運航の継続を図

る

A 総務財政課

22 1-5 交通体系の拡充
②航空交通の維

持・拡大

航空便増発推進

事業

利用状況に応じた増便や機種変更、運行時間

帯の検討等を働きかける
A

総務財政課

産業経済課

23 1-5 交通体系の拡充
②航空交通の維

持・拡大

空港及び拠点間

交通結節推進事

業

利用者ニーズに応じた拠点間の利便性向上に

向け、乗り継ぎや施設拠点間の連携・連結機

能を高める公共交通機関の運行検討と適正対

応

A 総務財政課

24 1-5 交通体系の拡充
③村内道路の整備

と適正管理
道路整備事業

交通量や利便性に応じた道路の整備を行う。

県道の整備の推進。農道の整備推進
A 土木建築課

25 1-5 交通体系の拡充
③村内道路の整備

と適正管理

道路・付帯施設

維持管理事業

歩道の設置、安全施設の整備、歩道のバリア

フリー化、既設道路の適正な維持管理等を推

進する

B 土木建築課

26 1-5 交通体系の拡充
④公共交通機関の

拡充

標識・案内板等

整備事業

利便性と安全性を高める案内板や標識の設置

整備を推進する
B 土木建築課

27 1-5 交通体系の拡充
④公共交通機関の

拡充

村営乗合バス利

用啓発事業

利用促進に向けた村民及び来訪者への周知と

啓発を行う
A 総務財政課

28 2-1

適正な土地利用・

魅力ある集落景観

の保全・創出

①土地利用の適正

化

国土利用計画策

定事業

長期的視点で農用地、森林、水面、道路、宅

地、その他、特設ゾーン等の具体的土地利用

構想を計画する

B
産業経済課

土木建築課

29 2-1

適正な土地利用・

魅力ある集落景観

の保全・創出

②多良間らしい集

落計画の策定

町並み計画策定

事業

歴史的町並みを生かした魅力ある集落景観の

保全と創出を基本とする町並み計画を策定す

る

C
産業経済課

土木建築課

30 2-1

適正な土地利用・

魅力ある集落景観

の保全・創出

③フロント施設の

活用促進

フロント施設の

活用促進

島を訪れる人達のみならず、村民にとっても

島をより深く知り、楽しく憩うためのフロン

ト施設を活用

新規
産業経済課

土木建築課

31 2-2 生活環境の整備
①農村環境・生活

環境の整備

集落排水処理施

設整備の検討
集落排水処理施設の整備を検討する A 土木建築課

32 2-2 生活環境の整備 ②中心地区の整備

中心地区の機能

向上・道路の整

備

集落内の中心地区としての機能整備について

検討する
B 土木建築課

33 2-2 生活環境の整備
③地域の保安・防

犯の確立

防犯対策団体支

援事業
村民等による防犯対策団体の活動を支援する A 総務財政課

34 2-2 生活環境の整備
④再犯防止施策の

推進

地域・警察連携

推進事業

警察・消防機関との連携を強化する

就労・住居の確保

保健医療・福祉サービス活用の促進、等

A 総務財政課

35 2-3
良好な住宅・住環

境の創出

①公的住宅の供給

促進

村営住宅整備事

業

村内定住者及び村外からの移住者を対象と

し、多様なニーズに対応した村営住宅を整備

する

A 土木建築課

36 2-3
良好な住宅・住環

境の創出

②住宅の耐震強化

促進

建物耐震化推進

事業

既往災害の教訓に基づく建物の耐震化対策を

推進する
A 土木建築課
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№
施策

№
基本施策 取組の方向性 主な取組事業 主な取り組み事業の概要

第4次

評価

担当課

部署

37 2-4
情報通信基盤の整
備

①情報通信基盤の
整備・拡充

防災行政無線シ
ステム充実事業

緊急事態を想定したシステムや機器の能力
アップを図る

A 総務財政課

38 2-4
情報通信基盤の整

備

②情報発信内容の

充実

村ホームページ

充実事業

行政情報及び地域情報内容の充実と発信を行

う
A 総務財政課

39 2-4
情報通信基盤の整
備

③情報発信人材の
確保・育成

情報発信人材確
保・育成事業

IT技術者の確保と人材育成を推進する E 総務財政課

40 2-4
情報通信基盤の整
備

④オンラインや

You Tube等による
会議・情報発信

You Tube等によ
る情報発信事業

情報通信基盤を活用した会議や情報発信 新規 総務財政課

41 2-5
消防・防災・救急

医療体制の強化
①防災意識の高揚

防災情報提供事

業

防災に対する村民及び来訪者の意識高揚に向

けた啓発パンフレット等を作成し配布する
A 総務財政課

42 2-5
消防・防災・救急
医療体制の強化

②防災基盤の整備

集落 周辺 等防

風・防潮林保全
事業

集落周辺の防風・防潮林の保全と機能向上の
育林等を実施する

A 産業経済課

43 2-5
消防・防災・救急

医療体制の強化

③定期的な防災計
画の見直しと情報

更新

地域防災計画整

備事業

既往災害や社会情勢変化に対応した防災計画

の修正を行う
A 総務財政課

44 2-5
消防・防災・救急
医療体制の強化

④防災士の育成 防災士の育成
防災士育成の研修会・講習会等への参加、資
格取得

新規 総務財政課

45 2-5
消防・防災・救急

医療体制の強化
⑤防災体制の強化

災害時要配慮者

支援事業

高齢者、障がい者、来訪者等の災害時要援護

者に対する支援計画の策定と体制整備を行う
A

総務財政課

住民福祉課

46 2-5
消防・防災・救急
医療体制の強化

⑥防災訓練の実施 防災訓練事業
各自治会で実施されており、さらに充実・周
知徹底を図る

A 総務財政課

47 2-5
消防・防災・救急

医療体制の強化

⑦食料・生活用品

の備蓄の推奨

コミュニティ防

災施設整備事業

自治会を中心とした自主防災活動の充実や災

害時地域住民への食糧供給のための備蓄の充
実を図る

B 総務財政課

48 2-5
消防・防災・救急
医療体制の強化

⑧救急医療体制の
強化

救急医療体制整
備事業

海上保安庁との連携強化の推進 A 総務財政課

49 2-5
消防・防災・救急
医療体制の強化

⑨防風・防潮林の
保全・育成

防風・防潮保安
林整備促進事業

防風・防潮保安林の保全監視及び機能向上に
向けた適正管理と整備を図る

A 産業経済課

50 3-1
地球環境の保全・
新エネルギーの促

進

①節電・節水・省
エネ等の適応策の

推進、クールチョ
イスの促進

庁舎地球温暖化

対策推進事業

環境保全率先行動計画の策定を行う

クールチョイスの促進
E 総務財政課

51 3-1
地球環境の保全・
新エネルギーの促

進

①節電・節水・省
エネ等の適応策の

推進、クールチョ
イスの促進

地球温暖化対策
環境教育推進事

業

主に小中学校における環境教育を実施し、家
庭での省エネルギー行動を促す

クールチョイスの促進

B
住民福祉課

教育委員会

52 3-1

地球環境の保全・

新エネルギーの促
進

②家庭・事業所等

での再生可能エネ
ルギーの導入促進

住宅太陽光発電

促進事業
住宅用太陽光発電システムの導入を推進する B 総務財政課

53 3-1

地球環境の保全・

新エネルギーの促
進

②家庭・事業所等

での再生可能エネ
ルギーの導入促進

公共施設太陽光

発電設置推進事
業

公共施設での太陽光発電システムを導入する A 総務財政課

54 3-1
地球環境の保全・
新エネルギーの促

進

③適応策の対応推
進

適応策の対応推
進

地球温暖化（気候変動）によって引き起こさ
れる気象災害の対応推進、健康被害への予

防、その他の被害対応等について普及啓発

新規
総務財政課
産業経済課

住民福祉課
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№
施策

№
基本施策 取組の方向性 主な取組事業 主な取り組み事業の概要

第4次

評価

担当課

部署

55 3-1

地球環境の保全・

新エネルギーの促

進

④地球温暖化対策

実行計画の策定検

討

①地球温暖化対

策啓発事業

村民、事業者に対して地球温暖化対策に係る

情報提供を行う
A 住民福祉課

56 3-2 自然環境の保全
①自然環境保全意

識の高揚

環境教育推進事

業

自然保護、生物多様性についての環境教育を

行う
A 教育委員会

57 3-2 自然環境の保全
①自然環境保全意

識の高揚

すぐれた自然資

源発信事業
村のシンボルとなる動植物を県内外にPRする C 観光振興課

58 3-2 自然環境の保全
②貴重な動植物の

保護・保全

貴重野生動植物

保全事業

海岸域の清掃等により、貴重野生動植物の保

全を行う
A 土木建築課

59 3-2 自然環境の保全
③水納島の自然環

境の保全

水納島の環境保

全

水納島の環境保全に務めるとともに、密猟等

の監視強化
新規 観光振興課

60 3-2 自然環境の保全
④海岸域の清掃活

動
海岸清掃活動

海岸や地域の清掃活動、環境教育・環境ボラ

ンティア活動の促進
新規

土木建築課

住民福祉課

教育委員会

61 3-3 循環型社会の促進
①廃棄物の減量と

適正処理の推進

ごみ減量推進事

業

ごみ減量化・資源化に取り組む地域活動への

支援等行う
A 住民福祉課

62 3-3 循環型社会の促進
①廃棄物の減量と

適正処理の推進

ごみ収集運搬事

業

ごみ収集回数や収集方式等、収集運搬体制の

見直し等を随時行う
A 住民福祉課

63 3-3 循環型社会の促進
②３Ｒ・４Ｒの推

進

ごみ減量啓発事

業

ごみの減量やリサイクルについての情報提供

を行い、3R運動の普及に努める
A 住民福祉課

64 3-3 循環型社会の促進
③し尿処理施設の

建設検討

し尿処理施設の

建設検討

合併浄化槽の設置を促進するとともに、新た

な汚泥処理施設の建設の検討
新規 住民福祉課

65 3-3 循環型社会の促進
④海岸域漂着ごみ

の一般廃棄物処理

海岸域漂着ごみ

の一般廃棄物処

理

海岸漂着ごみ等の一般廃棄物としての処理促

進
新規 住民福祉課

66 3-4

水道の安全供給・

地下水の保全かん

養

①上水道の整備と

維持管理

上水道管網整備

事業

住宅や施設等の整備に合わせ、全村民が利用

可能な水道網の整備を図る
A 住民福祉課

67 3-4

水道の安全供給・

地下水の保全かん

養

②地下水量の保

全・かん養

地下水かん養林

保全事業

水源のかん養機能を有する保安林を守り育て

る
A 産業経済課

68 3-4

水道の安全供給・

地下水の保全かん

養

③地下水質の保全

化学肥料、農薬

等の低減対策事

業

緩効性肥料・農薬の補助等で、化学肥料及び

農薬の使用量の低減化を図る
A 産業経済課

69 3-4

水道の安全供給・

地下水の保全かん

養

④水源の確保と渇

水対策

節水 意識 の高

揚、雨水利用の

奨励

節水に関する情報提供を行い、雨水利用の支

援を検討する
A 住民福祉課

70 3-4

水道の安全供給・

地下水の保全かん

養

⑤湧水の保全
湧水の保全活動

の促進

湧水について災害や緊急時の生活用水の水源

としての価値も認識し、地域と連携して保全

活動を推奨する

新規 住民福祉課

71 3-5 生活衛生の向上
①墓地・埋葬の適

正管理

墓地適正管理事

業

当事者の意向を尊重しつつも、墓地の適正な

管理運営が行われるよう指導する
E 住民福祉課

72 3-5 生活衛生の向上
②ペットの管理の

促進

動物愛護推進事

業

ペットの適正飼育について飼い主へ周知を図

る
C 住民福祉課

73 4-1

地域福祉・地域包

括ケアシステムの

構築

①地域福祉体制の

強化

地域福祉サービ

ス推進事業

地域住民への福祉に関する情報提供の他、各

種福祉サービスを提供する
A 住民福祉課
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№
施策

№
基本施策 取組の方向性 主な取組事業 主な取り組み事業の概要

第4次

評価

担当課

部署

74 4-1
地域福祉・地域包
括ケアシステムの
構築

②福祉のむらづく
りの構築

地域福祉ネット
ワーク構築事業

地域・保健・医療が連携した地域福祉ネット
ワークを構築する

D 住民福祉課

75 4-1

地域福祉・地域包

括ケアシステムの
構築

③地域福祉計画・

地域福祉行動計画
の策定

各種福祉計画推

進事業

子育て支援計画･高齢者福祉計画、障害者計

画等の各種福祉計画の策定
A 住民福祉課

76 4-1
地域福祉・地域包
括ケアシステムの

構築

④福祉人材やボラ
ンティアの育成・

確保・拡充

福祉ボランティ
ア育成・確保・

拡充

民生委員・児童委員や福祉関連専門員、防災
士、地域づくりボランティア等の人材を育

成・確保

新規 住民福祉課

77 4-1

地域福祉・地域包

括ケアシステムの
構築

⑤家庭内暴力

（DV）・児童虐待
等への対応促進

家 庭 内 暴 力

（DV）・児童虐
待等の監視

地域づくりの和（ネットワーク等）を広げ、

民生委員・児童委員、学校等で見守り等を強
化

新規 住民福祉課

78 4-1
地域福祉・地域包
括ケアシステムの

構築

⑥高齢者や障がい
者への虐待の防

止・対応

高齢者等へ虐待
等の防止

高齢者や障がい者への虐待等については、実
態を把握するとともに、防止に努める

新規 住民福祉課

79 4-1

地域福祉・地域包

括ケアシステムの
構築

⑦母子・父子・寡

婦世帯の自立促進
と支援

就労機会確保事
業

ひとり親世帯の自立に向けた就労支援を行う E 住民福祉課

80 4-2
保健医療・健康づ

くりの拡充

①安定的な医療の

拡充

救急搬送システ

ム充実支援事業

多良間診療所による救急搬送システムへの支

援を検討する
A 総務財政課

81 4-2
保健医療・健康づ
くりの拡充

②健康づくり事

業・予防医療の推
進

健康診断・予防
接種事業

住民健診、婦人検診、乳幼児健診、各種予防
接種業務の実施

A 住民福祉課

82 4-2
保健医療・健康づ

くりの拡充

③世代ごとの健康

教育の促進

健康たらま21普

及啓発事業

住民へ「健康たらま21」について広報誌等で
周知し、健康づくり・予防医療への意識醸成

を図る

A 住民福祉課

83 4-2
保健医療・健康づ
くりの拡充

③世代ごとの健康
教育の促進

母子保健推進事
業

専門医による妊婦の定期検診や乳幼児健診に
より健康管理を行う

A 住民福祉課

84 4-2
保健医療・健康づ

くりの拡充

③世代ごとの健康

教育の促進

中高年健康づく

り推進事業

飲酒等による健康被害が多いことから、食生

活の改善について指導助言する
A 住民福祉課

85 4-2
保健医療・健康づ
くりの拡充

④感染症予防の推
進

感染症予防促進
新型コロナウイルス（COVID-19）のようなパ
ンデミックに備え、感染予防防止を準備して
おく

新規 住民福祉課

86 4-2
保健医療・健康づ

くりの拡充

⑤気候変動に備え

た熱中症対策等の
促進

熱中症対策等促

進事業

地球温暖化により熱中症等が増加すると予想

される。これらについて研究し、適応策とし
て対応しておく

新規 住民福祉課

87 4-3
高齢者支援・高齢
者福祉の推進

①持続可能な介護
保険事業の推進

介護保険事業の
推進

適正な介護保険料を検討し、持続可能な介護
保険制度の運用に努める

継続
新規

住民福祉課

88 4-3
高齢者支援・高齢

者福祉の推進

②健康づくり・介

護予防の推進、日
常生活の支援

高齢 者等 の健

康・生きがいづ
くり

健康長寿の推進を第一の目標とし、健康づく

り、生きがいづくり、社会参加、生涯学習、
介護予防などの各種活動支援や環境整備等を
推進する

継続

新規
住民福祉課

89 4-3
高齢者支援・高齢

者福祉の推進

③介護予防等の包

括的サービスの充

実・強化

在宅医療の強化

と認知症予防

住み慣れた地域で、在宅療養を望む高齢者を
支えるために、権利擁護の推進や医療・介護

の一体的なサービスの推進、認知症に対する
予防や理解を深める

継続

新規
住民福祉課

90 4-3
高齢者支援・高齢

者福祉の推進

④自助・互助・共
助・公助の村づく

りの推進

福祉の村づくり

の推進

権利擁護や見守り等の福祉、地域で要介護者
や介護家族等を自助、互助、共助、公助を促

進し、生きがいある村づくりを目指す。

継続

新規
住民福祉課

91 4-3
高齢者支援・高齢

者福祉の推進

⑤人材育成と地域
包括ケアシステム

の構築

福祉人材の育成

と確保

人材の確保・育成を積極的に推進し、地域包

括ケアシステムの構築を目指す

継続

新規
住民福祉課
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№
施策

№
基本施策 取組の方向性 主な取組事業 主な取り組み事業の概要

第4次

評価

担当課

部署

92 4-4
子育て支援・子育
て環境の充実

①保育サービスの
充実

通常保育事業 0歳児から3歳児までの保育を実施 A 住民福祉課

93 4-4
子育て支援・子育

て環境の充実

②地域で育てる健

全保育の推進
子育て相談事業

子育て家庭の悩みや諸問題を解消するための

相談事業を実施
A 住民福祉課

94 4-4
子育て支援・子育
て環境の充実

②地域で育てる健
全保育の推進

子育てサークル
支援事業

多数の子育て世帯が参加できる子育てサーク
ル等の実施

A 住民福祉課

95 4-4
子育て支援・子育
て環境の充実

③子育て支援制度
の充実

子ども手当等支

援制度の周知事
業

子ども手当制度の周知 A 住民福祉課

96 4-4
子育て支援・子育

て環境の充実

③子育て支援制度

の充実

保育費軽減制度

等の周知事業
保育費の軽減制度の周知 A 住民福祉課

97 4-4
子育て支援・子育
て環境の充実

③子育て支援制度
の充実

育児休業制度等
の周知事業

男女ともに、育児や子どもの看護のための休

暇が取りやすい職場環境となるよう、事業所
等に対し制度の周知を図る

A 住民福祉課

98 4-4
子育て支援・子育

て環境の充実

③子育て支援制度

の充実

親子健康手帳の
交付、健康相談

等

妊産婦への健康手帳配布、健康相談を実施す

る
A 住民福祉課

99 4-4
子育て支援・子育
て環境の充実

④母子の健康の確
保と増進

各種健康診査等
推進事業

妊婦健診、婦人検診、整形外科巡回診療等、
各種検診を実施する

A 住民福祉課

100 4-4
子育て支援・子育

て環境の充実

⑤育児休暇取得の

促進

育児休業が取得

できる職場環境
の創出

母親・父親を問わず、育児休暇の取得を促進

するとともに、育児休業が取得できる職場環
境の創出

新規 住民福祉課

101 4-5
障がい者（児）の
支援

①障がい者の健康
管理、医療支援

医療支援体制充
実事業

診療所と関係機関が連携して地域医療の充実
支援を行う

A 住民福祉課

102 4-5
障がい者（児）の
支援

①障がい者の自立

を支援する仕組み
やサービスの推進

自立支援の仕組
みづくり

相談支援体制の拡充、福祉サービスの充実、

健康と疾病予防のための取り組みの推奨、障
がい者の権利や保護が適切に行われるための

体制の整備等

継続
新規

住民福祉課

103 4-5
障がい者（児）の

支援

②障がい児の保

育・教育の充実

障が い児 の保

育・教育の充実

教育・療育に特別のサポートやニーズがある

子ども達への支援を図る

継続

新規
住民福祉課

104 4-5
障がい者（児）の
支援

③互いを理解し、
ともに支え合う地

域づくりの構築

障がい者支援の
地域づくりの構

築

障がいに対する正しい知識を普及させ地域住
民の理解を深め福祉の心を育み、ともに支え

あっていく地域社会を構築する

継続
新規

住民福祉課

105 4-6
多様な人格の理解
や男女共同参画の
促進

①多様な人格・人
権の理解促進と意
識の醸成

多様な人格・人
権の理解促進事
業

性的マイノリティー（LGBT）や発達障がい・
適応障がい者などについて互恵・尊重し、一
つの人格・個性として捉える意識を醸成する

継続
新規

総務財政課
住民福祉課

106 4-6

多様な人格の理解

や男女共同参画の
促進

②男女共同参画意

識の醸成

男女共同参画の

普及啓発事業

男女共同参画社会に関する普及啓発活動の実

施
A 総務財政課

107 4-6

多様な人格の理解

や男女共同参画の

促進

③地域行事・育児

等での男女の格差

是正

地域行事・育児
等男女平等促進

地域行事や育児・介護等において、男女格差
の解消を推奨する

継続
新規

総務財政課
住民福祉課

108 4-7
社会保障制度の適
正な運用

①生活保護世帯等
への支援

生活保護制度活
用事業

生活支援相談の実施により保護制度等を活用
する

A 住民福祉課

109 4-7
社会保障制度の適

正な運用

②年金加入率の向

上

国民年金加入促

進事業

未加入者の把握と年金制度の周知活動を行

い、国民年金への加入を促進する
A 住民福祉課
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№
施策
№

基本施策 取組の方向性 主な取組事業 主な取り組み事業の概要
第4次
評価

担当課
部署

110 4-7
社会補償制度の
適正な運用

③国民健康保険財
政の健全運営

国民健康保険滞
納防止事業

保険税の納付督励により滞納防止に務める A 住民福祉課

111 5-1
園児・児童・生
徒の教育の向上

①地域教育体制の
確立

学校・家庭・地
域連携事業

学校・家庭・地域が連携し、学校教育と社会
教育それぞれが協働していくための体制づく
りに努める

A 教育委員会

112 5-1
園児・児童・生
徒の教育の向上

①地域教育体制の
確立

非行防止・安全
教育一声運動事
業

PTA等による非行防止・安全教育のための
「一声運動」の実施

A 教育委員会

113 5-1
園児・児童・生
徒の教育の向上

②幼児教育の充実
幼・小・中連携
事業

幼・小・中の教職員が連携し、それぞれの問
題点等を共有し合うことで子ども達の発達を
長期的な視点で支える

A 教育委員会

114 5-1
園児・児童・生
徒の教育の向上

③小・中学校教育
の充実

学力向上事業
小学1～2年生を対象としたわんぱく塾、小学
3～6年、中学1～3年を対象とした村営塾の実
施

A 教育委員会

115 5-1
園児・児童・生
徒の教育の向上

③小・中学校教育
の充実

情操教育促進事
業

幼・小・中で情操教育の実施 A 教育委員会

116 5-1
園児・児童・生
徒の教育の向上

④特別支援教育の
充実

相談活動推進事
業

特別な支援を必要とする子ども達とその保護
者を対象とした相談活動の実施

A 教育委員会

117 5-1
園児・児童・生
徒の教育の向上

⑤高等学校教育等
の充実

高校入学支援事
業

高校へ入学する生徒に対し、通学や居住に関
する支援を行う

A 教育委員会

118 5-1
園児・児童・生
徒の教育の向上

⑥教育施設の整
備、拡充

教 育 教 材 、設
備、備品拡充事
業

教育に関する設備、備品の拡充 A 教育委員会

119 5-2
社会教育・生涯
学習・スポーツ
等の振興

①生涯学習活動の
内容充実

生 涯 学 習 内容
ニーズ調査事業

村民のニーズに対応した生涯学習内容の充実
を図る

A 教育委員会

120 5-2
社会教育・生涯
学習・スポーツ
等の振興

②スポーツ・レク
リエーションの充
実

各種スポーツイ
ベント実施事業

村民運動会、陸上競技大会、駅伝大会等の実
施

A 教育委員会

121 5-2
社会教育・生涯
学習・スポーツ
等の振興

③組織体制の強化
各種行事、イベ
ント等の指導者
育成事業

各種行事・イベントにおける指導者・後継者
の育成を行う

A 教育委員会

122 5-2
社会教育・生涯
学習・スポーツ
等の振興

④活動拠点の整備
島外参加者受け
入れ体制整備事
業

島外からのイベント参加者や修学旅行生等の
受け入れ対応を可能とするため、民泊施設等
の受け入れ体制を整備する

A
教育委員会
観光振興課

123 5-2
社会教育・生涯
学習・スポーツ
等の振興

⑤社会教育団体の
活動支援

社会教育団体の
活動支援

PTA、子ども会育成者会、青年会、婦人連合
会、農漁村生活改善研究会。自治会などの社
会教育団体の育成支援

継続 教育委員会

124 5-3
地域伝統文化の
継承

①伝統文化の継
承・振興

伝統文化継承事
業

学校、地域と連携して伝統文化を継承し、継
承者の育成を行う

A 教育委員会

125 5-3
地域伝統文化の
継承

②文化情報の発信
文化情報発信事
業

ホ－ムペ－ジ、広報誌を通して多良間の伝統
文化に関する情報を発信する

A 教育委員会

126 5-4
地域交流による
人材育成等の促
進

①島内外の地域活
動交流・地域おこ
し協力隊の活用

島 内 異 業 種交
流、地域交流促
進事業

地域イベント等を利用して島内交流を深め、
ビジネスチャンスにつなげる
地域おこし協力隊の活用

C 観光振興課

127 5-4
地域交流による
人材育成等の促
進

②交流の場の確保
各種イベントの
交流促進事業

文化活動、スポーツ・レクリエーション、地
域活動、環境保全活動等を通して交流を深め
る

C 観光振興課



75 

第５次多良間村総合計画 前期基本計画における主な事業リスト（その 8） 

 

 

 第 4次計画の実施状況評価基準 

 

  

№
施策

№
基本施策 取組の方向性 主な取組事業 主な取り組み事業の概要

第4次

評価

担当課

部署

128 6-1

広報の充実・行政

への住民参画の推

進

①広報活動の強化
広報「たらま」

発行事業
広報「たらま」を発行する A 総務財政課

129 6-1

広報の充実・行政

への住民参画の推

進

②情報の適正化、

個人情報の保護

個人情報保護事

業
個人情報の適正な取り扱いと保護に努める A 総務財政課

130 6-1

広報の充実・行政

への住民参画の推

進

③公聴活動・情報

交流の推進

公聴会等実施事

業

公聴会を実施して村民の意志を把握し、各種

施策に反映する
A 総務財政課

131 6-1

広報の充実・行政

への住民参画の推

進

④行政への村民参

加

村民意見募集事

業

意見箱等による村民の声を幅広く聴取し、村

行政の参考とする
A 総務財政課

132 6-2 行政運営の適正化
①組織体制の充実

強化

職員の定員・配

置適正化事業

庁内各課・機関の職員の適正配置、定数管理

の適正化を図る
B 総務財政課

133 6-2 行政運営の適正化
①組織体制の充実

強化

職員の資質向上

事業

沖縄県町村会等による研修や交流会等への職

員の参加を促す
A 総務財政課

134 6-2 行政運営の適正化

②適切な事務執

行・備品・基盤等

の整備

行政評価システ

ム推進事業

行政評価システムによる事務事業の点検・評

価・改善を行う
B 総務財政課

135 6-2 行政運営の適正化

②適切な事務執

行・備品・基盤等

の整備

情報基盤の整備

拡充事業
庁内LAN等、情報基盤の整備を図る A 総務財政課

136 6-2 行政運営の適正化
③県や他市町村と

の連携促進

宮古圏域連携事

業

宮古圏域の自治体と連携した行政サービスの

実施
A 総務財政課

137 6-3
施設運営・財政運

営の効率化

①公共施設等総合

管理計画の定期的

チェック

公共施設等総合

管理計画チェッ

ク

PDCAサイクルにより、進捗状況をチェック

し、適宜、計画を見直す
新規 総務財政課

138 6-3
施設運営・財政運

営の効率化

②計画的な財政運

営

①短期的財政運

営の計画策定事

業

短期財政計画を策定し適正な財政運営を図る A 総務財政課

139 6-3
施設運営・財政運

営の効率化

②計画的な財政運

営

②中・長期的財

政運営の計画策

定事業

将来の財政負担を見据えた中・長期財政計画

を策定し適正な財政運営を図る
A 総務財政課

140 6-3
施設運営・財政運

営の効率化

③財源の安定的な

確保

自主財源増加事

業

村民税、資産税等の改定。村税増加につなが

る産業の育成（起業促進・企業誘致等）の実

施

B 総務財政課

141 6-3
施設運営・財政運
営の効率化

③財源の安定的な
確保

ふるさと納税活
用事業

ふるさと納税、ふるさと寄付金の促進 A
総務財政課
税務会計課

Ｃ（50％程度） 現在、施策の達成に向けて動いている。（半分程度実施した）

Ｄ（25％程度） 現在、施策の達成に向けて動き始めている。（施策に着手し、動き始めることはできた）

Ｅ（0％） 現在、ほとんど手をつけていない。（施策に着手することができなかった）

第4期達成度 評価内容

Ａ（ほぼ100％） 計画に掲げた施策を達成した。（ほぼ100％実施した）

Ｂ（75％程度） 計画に掲げた施策を概ね達成した。（75％程度実施した）
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多良間村総合計画策定委員会設置要綱 

                    令和３年５月１４日告示第１８号 

 

（目的） 

第１条 本事業は、村の村づくり全般を取り巻く現状、村民の村づくりに対する意識調査を

基に、分析し、現計画の取りまとめを行い、村づくりの政策課題を集約するとともに、

それらを踏まえ、今後１０年間の村づくりの基本的な方向性を示し、その考え方に基

づく具体的施策等をまとめ、計画を策定することを目的とする。 

 

（設置） 

第２条 多良間村総合計画基本構想を策定するにあたり、必要な事項を検討、審議するため、

多良間村総合計画策定委員会（以下「委員会」という）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（１）総合計画基本構想の策定に関すること 

（２）その他、地方創生に関して委員長が必要と認めること 

 

（組織） 

第４条  委員会は委員２２名以内をもって組織する。委員は、村長が指名する職員及び次

の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。 

（１）地方創生に関連する者 

（２）その他、総合計画基本構想策定のために必要な知識、経験を有すると村長が認める者 

２ 委員長は副村長をもって充て、副委員長は総務財政課長をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という）は、委員長が必要に応じて招集し、その議長

になる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。 

３ 委員は、会議に出席できないときはその旨報告し、会議を委員長に委任する。 

４ 委員長は、必要に応じて、委員会に関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ、又は

意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。 

 

（任期） 

第６条 委員の任期は、本戦略の策定業務が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（報酬及び費用弁償） 

第７条 報酬及び費用弁償の支給については、多良間村特別職の職員で非常勤のもの 

の報酬及び、費用弁償に関する条例に準ずる。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の事務を処理するため、事務局を多良間村総務財政課に置く。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員長が定

める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和３年５月１４日から施行する。 
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【委員名簿】

NO. 氏　　名 所　　属 備　　考

1 福嶺　常夫 村議会議長

2 池城　三千雄 教育長

3 大城　隆夫 仲筋字会　会長

4 友利　哲市 塩川字会　字長

5 後藤　匡利 多良間村ふしゃぬふ観光協会事務局長

6 垣花　秀市 農業委員会長

7 来間　春誠 宮古製糖（株）多良間工場長

8 下地　茂 JAおきなわ多良間支店長

9 運天　朝子 多良間村婦人連合会長

10 伊良皆　和枝 農漁村生活研究会長

11 羽地　優子 社会福祉協議会事務局長

12 山城　春貴 青年団協議会長

13 運天　宏和 副村長 委員長

14 仲宗根　春光 総務財政課長 副委員長

15 亀川　竜矢 議会事務局長

16 下地　まり 税務会計課長

17 佐和田　一八 住民福祉課長

18 亀川　一成 産業経済課長

19 垣花　剛 土木建設課長

20 佐和田　健 観光振興課長（課長代理）

21 山城　忠俊 空港管理課長

22 翁長　艶子 教育課長

仲間　智也 多良間村役場　総務財政課 事務局

大戸　理絵 多良間村役場　総務財政課 事務局

第５次多良間村総合計画策定委員会
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